
清
初
地
方
官
の
考
課
制
度
と
そ
の
変
化
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1
考
成
と
大
計
を
中
心
に
し
て
l
l

小

野

達

哉

【
要
約
】
　
清
代
の
宮
僚
制
は
、
案
件
処
理
を
州
県
・
府
・
道
・
布
按
・
督
撫
の
順
に
日
常
的
に
報
告
し
、
そ
れ
を
も
と
に
稽
査
を
受
け
る
と
い
う
運
用
が

体
系
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
考
成
・
大
計
と
譜
代
の
官
僚
制
の
体
系
と
の
関
係
、
そ
の
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
、
そ
れ
ら
の
変

化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
小
論
で
は
、
ま
ず
第
一
章
、
第
二
章
に
お
い
て
、
考
成
が
拡
大

し
て
い
く
過
程
、
大
計
の
運
用
が
変
化
し
て
い
く
過
程
を
記
述
し
、
清
代
の
官
僚
制
の
運
用
体
系
が
そ
う
し
た
背
景
の
中
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ

こ
か
ら
、
清
代
の
軍
制
運
用
の
体
系
が
、
考
成
と
大
計
の
運
用
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
そ
れ
が
考
課
制
の
ど
の
よ
う
な
性
格
に
依
拠
し

た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
、
言
成
が
全
体
と
し
て
大
計
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し
、
さ
ら
に
、

考
成
が
官
僚
の
評
価
上
の
シ
ス
テ
ム
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
五
巻
六
号
　
二
〇
〇
二
年
　
　
月

は
　
じ
　
め
　
に

清
代
の
人
事
制
は
、
科
挙
制
に
つ
い
て
は
豊
富
な
蓄
積
が
あ
る
の
に
比
べ
て
、
考
課
制
を
は
じ
め
と
す
る
日
常
的
な
運
用
面
に
な
る
と
、

こ

れ
ま
で
研
究
は
比
較
的
手
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

清
紙
の
人
事
制
は
、
多
く
を
前
代
の
明
朝
の
制
度
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
近
年
、
清
朝
に
先
行
す
る
明
代
史
の
分
野
に
お
い



清初地方官の考課制度とその変化（小野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
、
考
課
制
の
研
究
が
急
速
な
進
展
を
見
せ
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
、
車
恵
媛
氏
が
清
代
の
考
課
制
の
専
論
と
し
て
、
近
刊
の
一
連
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

稿
を
提
出
さ
れ
た
の
が
現
在
ま
で
の
研
究
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　
清
代
に
は
、
考
成
と
大
計
が
併
存
す
る
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
大
計
と
は
、
前
朝
の
明
代
の
制
度
を
継
承
し
、
三
年
ご
と
に
地
方
官
の

成
績
を
査
定
し
、
と
く
に
優
れ
た
者
を
愚
慮
と
し
て
薦
挙
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
劣
等
の
者
を
八
法
（
貧
・
酷
・
不
謹
・
罷
軟
・
浮
躁
・
才
力
不
及
・

年
老
・
華
麗
）
に
よ
っ
て
織
退
す
る
と
い
う
、
大
宗
と
見
な
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
官
僚
と
し
て
の
人
格
や
資
質
を
総
合
し

　
　
　
③

て
重
ん
じ
、
清
廉
さ
を
何
よ
り
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
伝
統
的
な
理
念
の
上
に
立
と
う
と
す
る
趨
勢
が
し
だ
い
に
強
ま
っ
て

　
　
④

い
っ
た
。

　
い
っ
ぽ
う
、
考
成
法
が
明
末
よ
り
新
た
な
考
課
制
と
し
て
台
頭
し
て
く
る
。
張
居
正
の
改
革
に
よ
っ
て
考
成
が
導
入
さ
れ
る
と
、
州
県
を
は

じ
め
と
す
る
各
衙
門
ご
と
に
案
件
の
処
理
期
限
が
定
め
ら
れ
て
、
そ
の
達
成
度
合
い
を
も
と
に
褒
賞
や
処
分
が
課
さ
れ
た
た
め
に
、
行
政
の
処

理
能
力
の
向
上
を
要
請
し
、
従
来
の
考
課
制
を
改
善
す
る
役
目
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
考
課
は
廃
止
と
復
活
を
繰
り
返
す
複
雑
な
経

過
を
た
ど
り
な
が
ら
清
朝
の
人
事
制
に
継
承
さ
れ
、
銭
糧
・
司
法
の
両
面
で
行
政
上
の
過
失
に
対
す
る
処
分
規
定
と
し
て
、
し
だ
い
に
定
着
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
説
明
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
清
代
の
考
課
制
は
、
考
成
と
大
計
の
関
係
と
そ
の
変
化
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
な
お
、
考
成
と
大
計
の
主
な
対
象
と
な
っ
た
の
が
知
県
級
の
地
方
官
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
小
論
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
手

順
で
知
県
の
事
例
を
軸
に
し
て
論
述
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。

　
重
代
の
官
僚
制
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
案
件
処
理
を
州
県
…
府
－
道
一
池
下
一
温
風
の
順
に
日
常
的
に
報
告
し
、
そ
れ
を
も
と
に
稽
査
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

け
る
と
い
う
運
用
が
体
系
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
考
成
と
大
計
が
、
清
適
の
官
僚
制
の
体
系
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で

結
び
付
い
て
運
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
こ
の
小
論
で
は
、
ま
ず
第
一
章
、
第
二
章
に
お
い
て
、
裏
声
が
拡
大
し
て
い
く
過
程
、
大
計
の
運
用
が
変
化
し
て
い
く
過
程
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に
即
し
て
、
清
代
の
官
僚
制
の
運
用
体
系
が
そ
う
し
た
背
景
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
清
代
の
官
制
運
用
の
体
系
が
、
考
成
と

大
計
の
運
用
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
、
そ
れ
が
考
課
制
の
ど
の
よ
う
な
性
格
に
依
拠
し
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

る
こ
と
に
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
考
成
と
大
計
の
関
係
を
申
心
に
論
を
す
す
め
て
い
く
。
考
成
が
適
用
さ
れ
た
事
案
の
中
で
と
く
に
重
視
さ
れ
た
の
は
銭
糧
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

収
成
績
で
あ
り
、
大
計
の
運
営
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
点
は
、
従
来
か
ら
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
論
点
を

踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
考
成
が
銭
糧
催
収
の
み
な
ら
ず
、
全
体
と
し
て
大
計
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と

を
試
み
る
。
さ
ら
に
、
考
成
が
行
政
上
の
処
分
規
定
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
と
あ
わ
せ
て
、
官
僚
の
評
価
上
の
シ
ス
テ
ム
と
ど
の
よ
う
に
結
び

付
い
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

①
和
圏
正
広
「
明
末
の
吏
治
体
系
に
お
け
る
挙
劾
の
官
評
に
関
す
る
一
考
察
」

　
（
初
出
、
一
九
七
四
年
）
、
「
明
宋
官
評
の
出
現
過
程
」
（
初
出
、
　
一
九
八
○
年
）
、

　
「
朝
観
考
察
制
度
の
創
設
」
（
初
出
、
一
九
八
二
年
）
、
「
考
察
八
法
の
形
成
過
程

　
（
一
）
（
二
）
」
（
初
出
、
一
九
八
二
・
一
九
八
三
年
）
、
「
朝
観
考
察
制
度
の
矛
盾

　
と
貧
官
の
態
様
」
（
初
出
、
一
九
九
九
年
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
開
明
清
官
僚
制

　
の
研
究
』
立
山
書
院
、
二
〇
〇
二
年
置
に
収
録
）
。
岩
井
茂
樹
「
明
細
の
集
権
と

　
『
治
法
』
主
義
l
l
」
考
成
法
の
ゆ
く
え
一
」
（
『
和
田
博
徳
教
授
古
稀
記
念
明
清

　
時
代
の
法
と
社
会
扇
、
汲
古
書
院
、
　
九
九
三
年
）
、
桜
井
俊
郎
「
隆
慶
時
代
の
内

　
閣
政
治
扁
（
『
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九

　
九
六
年
）
、
車
恵
媛
「
明
代
に
お
け
る
考
課
政
策
の
変
化
－
考
満
と
考
察
の
関

　
係
を
中
心
に
一
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
五
巻
第
四
号
、
一
九
九
七
年
）
、
谷

　
井
陽
子
「
明
朝
官
僚
の
徴
税
資
任
－
考
成
の
再
検
討
一
扁
（
『
史
林
』
第
八
五

　
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。

②
車
恵
媛
「
清
夏
考
課
刈
三
斜
碧
瑚
遇
糾
－
巡
按
御
史
釧
測
湘
曇
層
竿
糾

　
d
－
i
」
（
『
東
洋
史
学
研
究
駈
第
六
六
輯
、
一
九
九
九
年
）
、
「
常
代
斜
墾
噌
翔

　
閤
三
蓋
曲
論
斜
軍
刀
一
康
煕
年
間
前
半
暑
ス
τ
層
。
至
一
…
」
（
『
歴
史
学

　
報
隔
第
一
七
二
輯
、
二
〇
〇
一
年
）
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
一
代
の
考
課
制

　
に
嘗
及
す
る
研
究
に
、
宮
崎
一
市
「
田
田
に
お
け
る
宮
僚
の
考
成
－
馴
初
財
政

　
史
の
一
翼
（
～
）
1
」
（
糊
釧
路
論
叢
』
第
三
号
、
一
九
七
〇
年
）
、
フ
ィ
リ
ッ

　
プ
・
A
・
キ
ュ
ー
ン
噌
中
国
近
世
の
霊
魂
泥
棒
』
第
九
章
「
政
治
的
犯
罪
と
官
僚

　
鋼
的
独
裁
制
」
（
谷
井
俊
仁
・
谷
井
陽
子
訳
、
平
凡
社
、
～
九
九
六
年
）
、
柏
樺

　
「
従
歴
史
梢
案
看
清
代
対
州
県
官
吏
的
懲
処
制
度
」
（
囲
北
方
論
叢
㎞
一
九
九
四
年

　
第
四
期
、
～
九
九
四
年
）
、
劉
鳳
雲
「
清
庭
竃
撫
及
其
地
方
官
的
監
察
」
（
『
明
清

　
論
叢
隔
第
一
輯
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

③
岩
井
氏
前
注
①
論
稿
を
参
照
。

④
車
面
前
注
②
二
〇
〇
一
年
論
稿
を
参
照
。

⑤
以
上
、
考
成
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
岩
井
氏
前
輿
①
論
稿
、
車
氏
前
注
①
論
稿

　
を
参
照
。

⑥
凄
。
器
“
・
》
・
鎧
⑦
酔
N
σ
q
負
§
百
韻
紺
ミ
ミ
O
蓉
蕊
憩
§
§
駄
Q
ミ
轟
b
d
§
㎡
§
§
－

　
亀
㌔
卜
§
N
き
§
ミ
竃
貸
ミ
9
ミ
§
ミ
、
賦
§
馬
凡
§
毎
愚
象
黄
国
費
く
費
噺
¢
巳
く
①
邑
蔓
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℃
話
。
。
。
。
一
一
Φ
刈
ω
．
を
参
照
。
な
お
当
然
な
が
ら
、
案
件
処
理
の
手
続
き
は
事
案
ご
と

に
異
な
る
。
各
論
と
し
て
、
鈴
木
秀
光
「
詳
結
－
清
代
中
期
に
お
け
る
軽
度
命
盗

案
件
処
理
」
（
『
法
学
』
第
六
三
巻
第
四
号
、
一
九
九
九
年
）
が
軽
微
な
命
盗
案
件

の
処
理
過
程
に
つ
い
て
、
伍
躍
「
二
代
地
方
官
の
病
死
・
病
気
休
養
に
つ
い
て

1
人
事
管
理
に
関
す
る
一
考
察
…
」
（
『
東
洋
史
研
究
隔
第
五
九
巻
第
二
号
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
が
病
死
・
病
気
休
養
の
離
任
手
続
き
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
い

　
検
討
を
し
て
い
る
。

⑦
　
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
何
ら
か
の
形
で
言
及
し
て
い
る
が
、

　
と
く
に
、
車
氏
前
面
②
二
〇
〇
　
年
論
稿
が
詳
し
い
。

一
　
考
成
拡
大
の
過
程

清初地方宮の考課制度とその変化（小野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
清
塩
に
は
、
中
央
警
部
の
審
議
の
上
で
「
処
分
則
例
」
や
、
地
方
の
各
省
に
よ
っ
て
「
嘉
例
」
が
作
製
さ
れ
て
、
行
政
上
の
賞
罰
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
体
系
化
が
す
す
ん
だ
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
考
成
へ
の
傾
斜
が
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
く
。
誤
答
と
は
、
案
件
ご
と
に
処
理
期
限
を
定

め
て
、
期
限
ど
お
り
に
完
遂
で
き
た
の
か
否
か
に
よ
っ
て
、
夕
食
（
褒
賞
）
や
議
奏
（
懲
戒
・
処
分
）
を
課
し
、
案
件
の
遂
行
を
促
そ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

処
分
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
県
は
、
頻
繁
に
懲
戒
や
処
分
を
課
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
考
成
に
よ
っ
て
知
県
が
処
分
を
受
け
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
順
治
一
二
年
目
一
六
五
五
）
の
吏
部
尚
書
の
王
永
吉
の
題
疏
に
よ
れ
ば
、
銭
糧

の
徴
収
・
盗
犯
の
逮
捕
・
上
諭
事
件
の
遂
行
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
お
り
、
要
す
る
に
中
央
政
府
へ
の
報
告
を
必
要
と
す
る
重
要
案
件
で
あ

る
。
こ
う
し
た
項
目
に
つ
い
て
は
、
軽
微
な
罰
俸
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
住
俸
・
降
俸
な
い
し
は
降
級
・
革
職
に
至
る
重
い
処
分
が
課
せ
ら
れ

　
　
　
　
⑤

た
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
清
朝
は
、
順
治
三
年
（
＝
ハ
四
六
）
よ
り
考
成
を
順
次
適
用
し
、
州
県
に
銭
糧
徴
収
を
義
務
づ
け
て
い
く
方
針
を
取
っ
て
い
た
。
順
治
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

年
（
一
六
五
五
）
に
は
、
「
考
成
書
例
」
に
よ
っ
て
知
県
は
、
銭
糧
徴
収
に
つ
い
て
全
額
に
当
た
る
一
〇
分
を
完
納
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
、

康
煕
二
年
（
一
六
六
三
）
に
は
、
銭
糧
徴
収
の
未
完
が
五
分
以
上
に
至
れ
ば
革
職
と
い
う
厳
し
い
処
分
を
受
け
、
ま
た
、
未
完
が
一
分
未
満
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
っ
て
も
、
罰
俸
一
年
を
課
さ
れ
た
上
で
、
陞
任
・
異
動
を
停
止
さ
れ
て
督
催
に
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
知
県
は
銭
糧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
全
完
し
な
い
限
り
、
懲
戒
・
処
分
を
免
れ
な
い
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
間
、
考
案
が
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
項
目
の
銭
糧
は
、
州
県
に
よ
る
徴
収
が
か
え
っ
て
事
始
さ
れ
て
、
未
完
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
事
態

が
起
こ
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
各
地
の
漕
運
途
上
の
倉
に
銭
糧
を
納
入
す
る
倉
糧
は
、
各
層
の
度
重
な
る
催
促
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
州
県
が
納
付
を
怠
る
と
い
う
事
態
が
頻
出
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

　
　
徐
・
准
・
臨
・
徳
な
ど
正
倉
の
税
糧
は
、
軍
需
に
か
か
わ
る
の
で
、
徴
収
を
分
担
す
る
各
官
は
、
毎
年
徴
濃
し
、
決
し
て
遅
緩
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
夕
べ
た
と
こ
ろ
、
明
宋
に
は
、
州
県
の
未
納
は
各
倉
の
監
督
が
年
終
に
奏
上
し
、
戸
部
が
題
覆
し
て
考
成
を
行
っ
て
い
た
。
我
が
朝
は
こ
れ
を
行
っ
て
い

　
　
な
い
の
で
、
地
方
は
意
の
ま
ま
に
遅
緩
し
て
、
各
倉
の
監
督
が
日
々
督
促
し
て
も
全
く
応
じ
よ
う
と
し
な
い
。
請
う
ら
く
は
、
各
倉
の
監
督
が
旧
例
の
と

　
　
お
り
各
州
県
の
仁
心
の
完
丸
額
を
開
列
し
て
奏
上
し
、
戸
部
が
旧
例
の
と
お
り
期
成
を
行
っ
て
、
分
馳
し
て
議
処
す
る
よ
う
に
し
た
い
。
旨
を
奉
じ
た
と

　
　
こ
ろ
、
議
に
依
れ
、
と
あ
っ
た
。
（
『
明
清
二
百
』
A
…
八
1
＝
一
、
順
治
一
〇
年
一
〇
月
二
四
日
、
監
督
臨
清
倉
心
事
粛
学
曽
、
奏
報
山
東
河
南
順
治
六

　
　
至
九
年
倉
糧
数
目
並
経
徴
職
名
に
引
く
戸
部
案
）

そ
の
結
果
、
順
治
九
年
（
一
六
五
二
）
に
、
戸
部
は
倉
糧
の
徴
収
を
考
成
対
象
に
含
め
る
よ
う
要
求
し
、
州
県
に
よ
る
倉
糧
の
全
音
・
未
完
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

額
を
も
と
に
賞
罰
を
課
し
て
、
潜
門
を
督
促
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
順
治
一
〇
年
（
一
六
五
三
）
に
は
、
駅
伝
に
支
用
す
る
丘
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

部
所
属
の
銀
両
の
全
額
徴
収
が
定
め
ら
れ
て
、
順
治
＝
年
（
一
六
五
四
）
に
は
、
病
兵
に
支
給
す
る
兵
部
所
属
の
柴
炭
・
柴
直
銀
の
全
額
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

収
が
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
央
政
府
の
収
入
の
中
心
と
な
る
銭
糧
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
雑
多
な
項
目
の
銭
糧
へ
と
、
考
選
の
適
用

が
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
康
煕
二
年
（
一
六
六
三
）
、
工
科
給
事
中
の
呉
下
竜
の
上
金
に
よ
っ
て
、
各
部
寺
が
財
政
上
独
立
し
て
、
必
要
な
各
項
の
銭
糧
を
分
担
し
て
徴

収
す
る
そ
れ
ま
で
の
体
制
が
改
め
ら
れ
て
、
こ
れ
ら
の
雑
項
を
一
括
し
て
地
丁
銭
糧
と
称
し
た
上
で
、
戸
部
の
催
収
に
す
べ
て
帰
す
こ
と
が
決

定
さ
れ
た
。

　
　
戸
部
が
議
覆
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
工
科
給
野
中
の
呉
国
土
の
上
疏
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
直
隷
・
各
省
の
京
に
送
る
各
項
の
銭
糧
は
、
順
治
元
年
よ

　
　
り
す
べ
て
を
戸
部
に
帰
属
さ
せ
て
い
た
。
（
順
治
）
七
年
に
い
た
っ
て
、
再
び
各
部
寺
に
管
理
を
移
し
て
揚
超
に
あ
た
ら
せ
た
が
、
項
目
が
繁
多
な
た
め
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清初地方官の考課制度とその変化（小野）

　
　
ま
す
ま
す
姦
弊
が
甚
だ
し
い
。
請
う
ら
く
は
、
康
煕
三
年
よ
り
あ
ら
ゆ
る
雑
項
を
地
丁
銭
糧
と
称
し
た
上
で
、
一
〇
分
の
考
成
を
行
う
こ
と
に
し
て
、
毎

　
　
年
正
月
に
兵
飼
を
支
給
す
る
分
を
除
い
て
、
す
べ
て
…
戸
部
に
送
ら
せ
よ
。
（
中
略
）
ま
さ
に
請
う
と
お
り
に
し
た
い
。
こ
れ
に
従
う
。
（
『
清
実
録
』
康
煕

　
　
二
年
五
月
丙
戌
条
）

そ
し
て
、
各
部
寺
に
所
属
す
る
雑
項
を
地
築
銭
糧
に
含
め
て
、
中
央
戸
部
に
よ
る
催
収
に
帰
し
た
の
と
あ
わ
せ
、
考
成
を
こ
れ
ら
す
べ
て
の
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

目
に
課
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
康
煕
時
代
初
年
に
か
け
て
、
州
県
に
よ
る
銭
糧
の
全
額
徴
収
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
、

考
成
の
適
用
が
あ
ら
ゆ
る
税
目
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
く
趨
勢
に
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ま
た
、
豊
成
の
適
用
は
司
法
案
件
の
局
面
で
も
拡
大
し
、
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
も
の
は
逸
興
処
理
で
あ
る
。
知
県
は
、
四
ヵ
月
の
処
理
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

限
内
に
犯
人
を
逮
捕
で
き
た
場
合
に
は
、
紀
録
二
次
の
議
叙
を
受
け
る
い
っ
ぽ
う
で
、
犯
人
を
逮
捕
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
疎
防
と
し
て

責
任
を
問
わ
れ
て
住
俸
一
年
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
間
、
陞
任
・
異
動
を
停
止
さ
れ
た
上
で
、
さ
ら
に
一
年
間
を
期
限
に
督
催
の
義
務
を
課
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
～
年
問
を
過
ぎ
て
も
犯
人
を
逮
捕
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
降
級
調
用
あ
る
い
は
降
級
留
任
と
い
う
よ
り
厳
し
い
処
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
康
煕
＝
年
（
一
六
七
二
）
、
楽
亭
県
知
県
の
干
降
竜
は
、
県
城
に
大
盗
ら
六
七
人
が
侵
入
し
た
事

件
の
後
六
三
人
を
逮
捕
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
後
全
員
を
検
挙
で
き
な
か
っ
た
の
を
理
由
と
し
て
、
康
煕
一
三
年
（
一
六
七
四
）
に
な
る
と
、

降
級
調
用
と
い
う
厳
し
い
処
分
を
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
皇
帝
の
特
旨
で
留
任
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
、
実
施
に
移
さ
れ
る
寸
前
ま
で

　
　
　
　
　
　
⑰

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
盗
案
の
処
理
に
つ
い
て
は
犯
人
の
逮
捕
の
み
な
ら
ず
、

　
　
康
煕
三
十
六
年
十
二
月
、
刑
部
が
題
覆
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
御
史
の
胡
の
条
奏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
後
、
興
業
は
供
述
や
証
拠
が
も
う
は
つ
き
り
し
て
い

　
　
て
完
結
す
べ
き
な
の
に
完
結
せ
ず
、
期
限
を
一
年
以
上
遽
え
る
も
の
は
、
正
当
な
理
由
な
く
遅
延
し
た
と
い
う
例
に
よ
っ
て
厳
し
く
奮
戦
す
る
。
（
噛
六
部

　
　
則
例
全
書
㎏
六
部
処
分
、
巻
四
、
兵
部
処
分
、
賊
盗
、
盗
案
可
結
不
結
）

審
問
に
つ
い
て
も
期
限
ど
お
り
に
処
理
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
康
煕
四
六
年
（
｝
七
〇
七
）
に
な
る
と
、
こ
の
こ
と
は
処
理
期
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限
の
六
カ
月
以
内
よ
り
遅
延
し
た
場
合
に
は
議
処
を
受
け
、
さ
ら
に
四
カ
月
の
処
理
期
限
を
過
ぎ
て
も
完
遂
で
き
な
い
場
合
に
は
革
職
と
い
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
っ
そ
う
厳
し
い
処
分
を
課
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
「
処
分
比
例
」
作
製
の
動
き
に
表
裏
し
て
、
地
方
の
各
省
は
独
自
に
「
省
例
」
を
作
製
し
、
州
県
が
責
任
を
も
っ
て
遂
行
す
べ
き

案
件
に
つ
い
て
功
・
過
を
課
し
、
奨
励
や
懲
戒
と
す
る
動
き
が
し
だ
い
に
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。

　
立
案
と
比
べ
て
軽
微
と
さ
れ
た
愚
案
に
つ
い
て
は
、
考
成
が
そ
れ
ま
で
課
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
州
県
で
は
、
案
件
が
膨
大
な
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
達
し
て
も
、
未
完
の
ま
ま
検
挙
に
努
め
な
い
事
態
が
起
こ
っ
て
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
雍
正
七
年
（
一
七
二
九
）
、
江
西
按
察
使
の
下
総
が
、

こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
批
判
し
た
上
疏
の
中
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
査
べ
た
と
こ
ろ
、
盗
賊
の
被
害
は
、
試
案
・
劫
案
だ
け
で
な
く
、
鼠
窃
の
件
が
も
っ
と
も
多
い
。
強
劫
の
件
は
、
疏
防
と
し
て
期
限
が
定
め
ら
れ
て
検
挙

　
　
の
義
務
が
あ
る
の
で
、
州
県
の
各
富
は
緊
急
に
督
催
に
努
め
る
。
し
か
し
、
地
方
の
窃
案
は
疏
防
の
処
分
の
例
が
な
く
、
州
県
の
各
宮
は
考
成
と
関
係
が

　
　
な
い
と
み
な
す
た
め
、
事
件
の
報
告
が
あ
っ
て
も
、
た
だ
票
を
出
し
て
差
役
を
遣
わ
す
だ
け
で
、
期
限
を
定
め
て
厳
し
く
督
促
す
る
こ
と
は
な
い
。
（
㎎
雍

　
　
正
朝
漢
文
殊
批
奏
摺
彙
編
曝
第
一
四
冊
、
雍
正
七
年
二
月
九
日
、
江
西
按
察
使
胡
滅
、
奏
陳
刑
獄
事
務
管
見
摺
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

雍
正
七
年
（
一
七
二
九
）
に
は
、
州
県
は
各
府
に
通
報
を
行
っ
た
上
で
、
期
限
を
定
め
て
逮
捕
に
努
め
る
よ
う
に
上
諭
が
出
さ
れ
た
り
、
乾
隆

三
年
（
一
七
三
八
）
に
は
、
中
央
か
ら
各
省
に
対
し
て
、
窃
案
の
検
挙
数
を
も
と
に
州
県
の
功
・
過
を
つ
け
、
年
終
に
彙
報
す
る
よ
う
に
命
じ

　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
れ
た
り
し
て
お
り
、
犯
人
検
挙
の
要
求
が
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
乾
隆
三
年
（
一
七
三
八
）
の
諭
示
以
後
に
な
る
と
、

地
方
の
各
省
は
独
自
に
「
省
例
」
を
作
製
し
て
、
窃
案
の
検
挙
数
の
多
寡
を
も
と
に
功
・
過
を
与
え
て
奨
励
・
懲
戒
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
州

県
の
督
率
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
盗
案
の
処
理
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
軽
微
な
窃
案
に
対
し
て
も
注
意
が
向
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
蚕
繭
省
で
は
、
乾
隆
三
年
（
一
七
三
八
）
以
後
、
窃
案
の
過
半
を
検
挙
し
た
の
か
否
か
に
よ
っ
て
、
功
過
を
与
え
る
と
定
め
ら

れ
た
が
、
事
件
の
件
数
が
膨
大
に
の
ぼ
る
繁
多
な
州
県
の
場
合
、
か
え
っ
て
過
半
の
逮
捕
が
困
難
と
な
り
不
公
平
を
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
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墨
黒
一
二
年
（
一
七
四
七
）
に
な
る
と
、
州
県
を
衝
繁
疲
難
の
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
三
等
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
挙
す
べ
き
数
を
定
め
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
省
筆
が
改
め
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
湖
南
省
で
は
、
乾
隆
九
年
（
一
七
四
四
）
に
、
州
県
が
期
限
以
内
に
犯
人
を
検
挙
し

た
場
合
に
は
功
を
記
し
、
検
挙
数
が
増
す
ご
と
に
功
を
加
え
て
奨
励
と
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
犯
人
を
検
挙
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
過
を
記
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
件
に
達
し
た
場
合
に
は
大
過
を
記
し
て
懲
戒
に
す
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
こ
の
よ
う
な
規
制
が
増
や
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

江
西
省
で
は
、
犯
人
逮
捕
の
賞
罰
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
る
過
程
で
、
乾
隆
一
六
年
（
一
七
五
一
）
に
、
夏
型
の
件
数
の
一
期
分
の
五
・
六
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
検
挙
し
た
場
合
に
は
功
を
課
し
、
一
〇
分
の
三
・
四
以
下
の
検
挙
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
に
は
過
を
課
す
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
方

の
各
省
で
は
、
窃
案
の
処
理
に
対
し
功
・
過
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
州
県
を
督
促
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
し
だ
い
に
一
般
化
し
て
い
く
。

　
次
に
、
銭
糧
徴
収
の
面
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
、
漸
江
省
で
は
、
北
京
近
く
の
京
倉
・
通
雲
に
銭
糧
を
納
入
す
る
思
懸
松
下
の
銭
糧
に
つ
い

て
、
考
成
の
期
限
が
三
年
間
も
の
長
期
に
わ
た
る
た
め
、
州
県
が
唖
蝉
に
努
め
ず
に
遅
延
し
が
ち
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
乾
隆
＝
二
年

（一

ｵ
四
八
）
に
、
毎
年
春
に
二
分
、
秋
に
三
分
の
完
納
に
励
む
よ
う
に
州
県
に
義
務
づ
け
て
、
歳
内
に
全
体
の
五
分
野
完
納
で
き
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

場
合
に
は
、
過
を
記
し
て
懲
戒
と
す
る
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
湖
南
省
で
は
、
銭
糧
徴
収
額
の
半
ば
を
四
月
の
納
期
に
完
納
す
る
と
い
う

「
戸
部
則
例
」
の
規
則
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
乾
隆
一
四
年
（
一
七
四
九
）
に
、
四
月
に
銭
糧
の
過
半
を
徴
収
で
き
た
場
合
に
は
、
州
県
に
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
記
し
て
奨
励
し
、
銭
糧
徴
収
に
不
足
を
出
し
た
場
合
に
は
、
過
を
記
し
て
懲
戒
す
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
銭
糧
の
納
付
期
限
に
つ
い
て
、

州
県
に
対
し
て
「
省
例
」
に
よ
っ
て
奨
励
や
懲
戒
を
定
め
、
銭
糧
徴
収
の
全
完
を
促
そ
う
と
す
る
努
力
が
一
般
化
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

中
央
吏
部
か
ら
議
叙
・
議
処
が
課
さ
れ
る
の
と
あ
わ
せ
て
、
地
方
の
各
省
で
は
独
自
に
功
・
過
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
処
分
則
例
」
の
規
定

を
補
完
し
、
州
県
が
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
案
件
を
期
限
ど
お
り
に
処
理
す
る
よ
う
に
、
励
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
代
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
行
政
上
の
案
件
ご
と
に
州
県
か
ら
府
－
道
…
布
按
一
汁
撫
の
順
に
報
告
し
て
甚
大
を
仰
ぎ
、
処
理
が
適
切
で

あ
れ
ば
「
嘉
奨
の
批
」
を
下
し
、
過
失
が
あ
れ
ば
「
申
筋
の
批
」
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
稽
査
に
つ
い
て
責
任
を
果
た

す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
成
が
課
さ
れ
る
案
件
は
、
銭
糧
徴
収
・
司
法
案
件
を
は
じ
め
と
し
て
、
官
制
の
運
用
系
統
の
も
と
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で
日
常
的
に
管
掌
に
努
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
下
血
の
適
用
が
銭
糧
徴
収
・
司
法
案
件
の
両
分
野
で
拡
大
し
て
い
く
に
つ
れ
、
州
県
が
中
央
の
鞍
部
か
ら
議
叙
・
議
処
を
課
さ
れ
、

さ
ら
に
地
方
の
各
省
か
ら
記
功
・
記
過
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
上
の
責
任
を
掌
握
さ
れ
る
例
も
ま
た
拡
大
し
て
い
く
。
結
果
的
に
、

考
成
に
よ
っ
て
銭
糧
徴
収
や
犯
人
逮
捕
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
分
、
在
京
の
京
官
以
上
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
知
州

　
　
　
　
　
　
　
⑳

や
知
県
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
具
体
例
に
即
し
て
、
知
県
級
の
地
方
官
が
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
褒
賞
や
懲
戒
・
処
分
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
銭
糧
徴
収
に
つ
い
て
は
、
雍
正
九
年
（
一
七
三
一
）
度
の
江
蘇
省
の
奏
錆
冊
に
、
品
品
銭
糧
・
雑
学
銭
糧
な
ど
の
収
支
の
細
目
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
せ
て
、
江
蘇
省
所
属
の
各
官
の
銭
糧
徴
収
成
績
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
州
県
が
徴
収
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
地
丁
銀
、
雑

税
銀
、
学
租
・
欠
官
為
銀
、
存
留
・
俸
工
・
支
剰
銀
の
各
項
目
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
地
十
項
下
の
催
収
に
つ
い
て
は
全
完
が
三
三
名

で
、
全
体
の
三
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
未
完
は
五
五
名
と
い
う
多
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
「
未
完
不
及
一
分
」
の
た
め
に
罰
俸

一
年
置
三
三
名
、
「
未
完
一
分
以
上
」
の
た
め
に
降
一
級
が
一
六
名
、
「
未
完
二
分
以
上
」
の
た
め
に
降
職
二
級
が
三
悪
、
「
未
完
三
分
以
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
め
に
降
職
三
級
が
筆
名
と
い
う
数
に
達
し
て
、
全
体
の
六
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
知
州
や
知
県
が
そ
れ
ぞ
れ
触
毛
を
課
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
丁
銀
に
含
ま
れ
な
い
主
に
商
業
課
税
が
占
め
る
雑
税
、
学
田
の
租
佃
収
入
が
占
め
る
学
租
、
空
き
ポ
ス
ト
の
俸
給
分
が
占
め
る
欠

官
俸
銀
、
州
県
の
庫
に
と
ど
め
て
支
出
に
当
て
る
存
留
銀
、
官
員
・
浦
役
の
俸
給
・
鼠
食
が
占
め
る
俸
工
銀
、
州
県
に
よ
る
支
出
の
余
剰
が
占

め
る
支
剰
銀
の
項
目
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
こ
で
は
奏
錆
冊
は
未
完
の
者
の
姓
名
の
み
を
列
記
し
て
い
る
が
、
雑
税
項
下
の
未
完
が
六
八
名
、

学
租
・
欠
勤
雄
馬
の
未
完
が
七
〇
名
、
存
留
・
図
工
・
支
十
項
下
の
未
完
が
一
二
名
と
い
う
多
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
「
不
作
分
数
」
に
当
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
税
目
と
し
て
、
降
俸
二
級
と
い
う
議
処
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
雍
正
九
年
（
一
七
三
一
）
度
に
、
銭
糧
徴
収
の
全
完
に
よ
っ
て
話
説
を
受
け
た
の
は
、
五
雲
の
知
県
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
逆
に
、

江
蘇
省
所
属
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
濃
州
や
知
県
が
、
毎
年
ま
ず
、
地
丁
項
下
で
は
「
未
完
不
及
～
分
」
「
未
完
一
分
以
上
」
の
た
め
に
、
多
く
が
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罰
俸
一
年
・
降
一
級
と
い
う
懲
戒
・
処
分
を
課
さ
れ
、
さ
ら
に
雑
税
縁
下
で
は
男
望
二
級
と
い
う
処
分
を
課
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
ま
た
、
盗
案
の
処
理
件
数
に
つ
い
て
は
、
廿
里
四
年
（
～
七
二
六
）
の
直
隷
で
は
、
八
ヵ
月
間
に
全
体
で
一
〇
〇
件
も
の
盗
案
を
検
挙
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ず
に
、
知
県
が
疎
防
の
責
任
を
問
わ
れ
て
処
分
を
受
け
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
盛
冬
七
年
（
一
七
二
九
）
の
広
東
省
で
は
、
お
よ
そ
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

問
に
五
〇
件
以
上
の
盗
案
が
未
完
に
な
っ
て
、
上
気
の
た
め
知
県
が
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
直

隷
・
広
東
を
は
じ
め
と
す
る
各
省
の
単
位
か
ら
見
る
と
、
毎
年
数
十
件
か
ら
一
〇
〇
件
を
上
回
る
数
の
盗
案
の
未
完
が
起
こ
っ
て
、
甲
防
と
し

て
知
県
が
、
ま
ず
住
俸
を
始
め
と
す
る
処
分
を
課
さ
れ
る
状
況
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
考
成
に
よ
っ
て
知
県
は
、
罰
俸
か
ら
降
級
に
い
た
る
比
較
的
軽
微
な
懲
戒
・
処
分
を
数
多
く
課
さ
れ
た
上
で
、
地
方
の
各

省
、
そ
れ
を
含
め
た
中
央
吏
部
か
ら
管
掌
さ
れ
た
の
で
あ
．
る
。
早
成
が
中
央
に
お
い
て
も
地
方
に
お
い
て
も
多
く
の
分
野
に
拡
大
さ
れ
て
い
く

の
に
と
も
な
い
、
そ
う
し
た
頻
度
は
い
っ
そ
う
増
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
と
も
な
い
、
考
成
の
実

施
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
賞
罰
の
次
数
が
、
し
だ
い
に
官
僚
と
し
て
の
勤
務
上
の
評
価
を
表
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

①
中
央
の
吏
部
か
ら
加
級
（
名
目
上
の
官
位
を
上
げ
る
）
・
懸
軍
（
褒
賞
）
が
褒

　
賞
と
し
て
課
さ
れ
て
、
輩
下
（
罷
免
処
分
）
・
降
級
調
用
（
名
屋
上
の
官
位
を
下

　
げ
た
上
で
異
動
）
・
降
級
留
任
（
名
欝
上
の
官
位
を
下
げ
た
上
で
留
任
）
住
俸

　
（
俸
給
の
支
給
停
止
）
・
罰
俸
（
俸
給
の
天
引
き
）
な
ど
が
懲
戒
・
処
分
と
し
て

　
課
さ
れ
る
。
大
野
晃
嗣
「
清
瀬
加
級
考
i
中
国
官
僚
制
度
の
一
側
面
1
」

　
（
『
史
林
』
第
八
四
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

②
地
方
の
各
省
か
ら
奨
励
と
し
て
大
功
・
功
が
課
さ
れ
て
、
懲
戒
と
し
て
大
過
・

　
過
が
課
さ
れ
る
。

③
岩
井
茂
樹
「
明
末
の
集
権
と
『
治
法
』
憲
義
－
考
成
法
の
ゆ
く
え
1
扁

　
（
『
和
田
博
徳
教
授
古
稀
記
念
明
清
時
代
の
法
と
社
会
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九

　
三
年
）
第
　
七
二
頁
を
参
照
。

④
車
恵
媛
「
清
直
示
咽
怨
用
聾
斗
清
官
論
到
起
用
i
康
煕
年
間
前
半
曇

　
ス
τ
層
。
豆
一
」
（
『
歴
史
学
報
』
第
　
七
二
輯
、
二
〇
〇
一
年
）
第
二
〇
一
1
…

　
二
〇
二
頁
を
参
照
。

⑤
糊
明
清
棺
案
隔
A
二
四
－
一
〇
〇
、
順
治
一
二
年
　
○
月
、
大
学
士
管
吏
部
尚

　
書
王
永
吉
、
掲
請
厳
行
参
罰
開
復
蘭
方
並
清
査
歴
年
野
中

　
　
蓋
参
罰
自
照
華
墨
、
不
二
銭
糧
未
完
・
盗
賊
豊
漁
・
欽
件
未
着
三
項
、
原
因
罰

　
　
俸
不
足
以
示
傲
、
故
或
住
俸
・
降
俸
、
甚
至
降
級
・
革
職
戴
罪
重
論
罪
、
正
以

　
　
使
其
畏
儂
奮
励
、
早
完
公
事
也
。

⑥
順
治
三
年
（
一
六
四
六
）
、
川
映
総
兵
の
繋
累
用
は
、
州
県
を
は
じ
め
と
す
る

　
毎
歳
の
銭
糧
徴
収
額
を
報
告
さ
せ
た
上
で
稽
聾
し
、
こ
れ
を
も
と
に
賞
罰
を
課
す

　
よ
う
に
求
め
て
お
り
（
『
国
朝
暫
献
類
徴
初
編
㎞
巻
一
四
六
、
王
連
用
伝
。
（
順
治
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三
年
）
七
月
又
言
、
道
府
州
県
責
任
在
名
征
、
応
以
完
一
〇
分
為
上
等
、
七
・
八

　
分
為
中
等
、
三
・
五
分
置
下
等
、
歳
終
察
核
賞
罰
、
庶
知
警
暢
）
、
そ
の
結
果
、

　
中
央
戸
部
か
ら
州
県
に
対
し
、
銭
糧
徴
収
額
を
も
と
に
一
〇
分
、
七
・
八
分
、

　
三
・
五
分
に
分
け
て
賞
罰
を
与
え
る
方
針
が
定
め
ら
れ
た
（
噸
康
煕
大
倫
会
典
睡

　
巻
二
五
、
戸
部
九
、
賦
役
二
、
考
成
）
。
こ
れ
以
後
、
考
成
法
が
清
朝
の
支
配
地

　
域
に
順
次
適
用
さ
れ
て
財
政
収
入
の
確
保
が
推
進
さ
れ
て
い
く
。

⑦
宮
崎
～
市
「
謡
初
に
お
け
る
官
僚
の
考
成
－
清
資
財
政
史
の
一
餉
（
～
）

　
1
」
（
欄
釧
路
論
叢
』
第
三
号
、
一
九
七
〇
年
）
第
四
一
頁
を
参
照
。

⑧
宮
崎
氏
前
注
⑦
論
稿
、
第
五
〇
頁
を
参
照
。

⑨
噸
萢
鳳
簡
誉
』
巻
一
、
講
師
節
存
留
詳

　
　
目
下
功
令
森
厳
、
監
置
難
容
、
無
欠
不
独
数
至
八
・
九
・
十
分
、
受
働
職
降
罰

　
　
之
隠
処
。
即
未
完
不
及
～
分
、
亦
肥
壷
総
。
是
必
十
分
全
完
、
温
順
幸
免
参
罰
。

⑩
知
県
は
、
未
完
～
分
か
ら
三
分
の
場
合
に
は
住
俸
、
未
完
四
分
の
場
合
に
は
降

　
俸
一
級
、
未
完
六
分
以
上
の
場
合
に
は
降
職
～
級
、
未
完
八
分
以
上
の
場
合
に
は

　
降
職
二
級
を
諜
さ
れ
た
上
で
、
督
催
に
当
た
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
欄
明

　
清
瀬
案
』
A
一
九
…
一
六
二
、
順
治
＝
年
五
月
二
八
日
、
戸
部
尚
書
車
克
、
題

　
覆
臨
清
倉
経
徴
倉
糧
未
完
各
階
分
別
議
罪
を
参
照
。

⑪
『
明
清
棺
案
㎞
A
二
四
一
一
五
二
、
順
治
＝
葦
＝
月
、
山
西
巡
撫
陳
応
泰
、

　
掲
報
順
治
十
一
年
分
経
徴
協
済
姑
銀
已
未
完
数
目
団
参
黙
諾
官
員
に
引
く
、
兵
部

　
車
駕
清
吏
司
の
案
呈
を
参
照
。

⑫
㎎
明
清
棺
案
』
A
三
〇
1
七
三
、
順
治
　
四
年
二
月
、
山
東
巡
本
構
娃
、
掲
報

　
前
曽
被
参
州
官
銭
糧
全
盲
請
半
開
復
に
引
く
、
兵
部
武
癒
清
吏
司
の
案
呈
を
参
照
。

⑬
た
だ
し
、
潜
糧
・
白
糧
・
各
倉
米
穀
・
塩
課
・
蕨
課
・
顔
料
の
項
目
に
つ
い
て

　
は
、
別
に
考
成
を
適
用
す
る
と
さ
れ
た
。
宮
崎
左
前
注
⑦
論
稿
、
第
四
九
頁
を
参

　
照
。

⑭
車
氏
置
注
④
論
稿
、
第
二
〇
二
頁
は
、
考
成
の
中
で
盗
案
処
理
に
重
点
が
お
か

　
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
参
考
と
な
る
。

⑮
『
六
部
例
限
図
』
二
五
、
刑
部
例
限
図
、
獲
盗
議
叙
限
図
を
参
照
。

⑯
車
氏
前
口
④
論
稿
、
第
二
〇
二
頁
を
参
照
。

⑰
『
干
嚢
勤
公
年
譜
睡
巻
上
、
康
煕
～
三
年

　
　
前
於
十
～
年
十
～
月
、
公
赴
郡
会
訊
熟
案
、
大
盗
李
六
等
六
十
七
入
白
昼
入
城
、

　
　
公
長
子
永
禎
率
家
丁
撃
賊
、
遂
被
害
家
丁
死
者
一
人
、
被
傷
一
人
、
後
獲
盗
六

　
　
十
三
人
。
至
是
、
部
議
以
盗
未
全
量
応
降
調
。
巡
撫
金
山
請
留
任
、
不
許
。
上

　
　
駁
令
再
議
、
乃
得
留
任
。

⑱
『
六
部
則
例
全
書
㎞
六
部
処
分
、
巻
一
、
郡
部
処
分
、
定
限
、
承
帰
命
案
違
限
、

　
お
よ
び
六
部
処
分
、
巻
四
、
兵
部
処
分
、
賊
盗
、
承
審
盗
案
照
命
案
処
分
を
参
照
。

⑲
叩
心
政
録
』
微
示
巻
一
、
為
通
筋
紺
捕
叢
叢
窃
賊
等
事

　
　
照
得
、
鼠
窃
不
除
、
則
大
盗
愚
息
。
鼠
窃
者
、
大
盗
之
根
語
也
。
乃
州
県
各
官

　
　
多
視
諸
鐙
為
無
関
考
成
、
言
託
膜
外
。

⑳
開
定
例
類
抄
』
を
参
照
。

⑳
馴
成
規
拾
遺
』
窃
案
核
議
功
過
未
及
年
限
石
下
届
査
議

　
　
刑
部
省
覆
、
（
中
略
）
業
余
窃
賊
、
向
係
外
学
案
件
、
該
雀
羅
撫
、
自
応
督
率

　
　
稽
査
、
厳
行
比
絹
、
以
靖
地
方
。
（
中
略
）
応
請
嗣
後
各
省
州
県
申
報
窃
案
亦

　
　
照
五
城
司
三
二
之
例
、
令
該
管
上
司
詳
記
棺
案
、
於
歳
底
彙
査
、
按
其
絹
獲
多

　
　
寡
、
量
記
功
過
、
以
為
勧
懲
。
其
地
方
窃
案
甚
多
、
並
不
実
力
査
翠
、
以
及
縦

　
　
捕
養
好
、
苦
累
事
主
等
弊
、
該
督
撫
拠
実
題
参
、
分
別
議
処
、
等
因
。
乾
隆
王

　
　
年
五
月
二
十
九
日
題
、
六
月
初
一
日
奉
旨
八
議
、
欽
此
。
欽
遵
在
案
。

⑫
　
『
成
規
拾
遺
隔
窃
案
核
議
功
過
未
及
年
限
談
叢
届
査
議
を
参
照
。

⑬
　
　
魍
湖
南
省
例
成
案
㎞
刑
律
、
巻
一
、
賊
盗
、
窃
盗
、
絹
捕
分
別
記
下
記
過
拝
漏

　
刺
及
懲
面
積
奉
遷
賊
を
参
照
。

⑳
噸
湖
南
省
例
成
案
』
刑
律
、
巻
一
、
賊
盗
、
窃
盗
、
窃
盗
臓
自
一
両
至
二
十
両

　
書
誤
彙
冊
報
二
十
両
至
四
十
両
者
用
験
月
報
其
窃
盗
未
詳
該
管
霰
釜
単
比
已
獲
酌
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清初地方官の考課制度とその変化（小野）

　
童
蓮
葉
、
賊
犯
交
保
管
束
該
犯
住
蛙
詳
記
棺
案
細
査
約
束
を
参
照
。

⑳
　
　
咽
西
江
緊
要
』
巻
二
認
定
絹
盗
賞
罰
功
過
を
参
照
。

⑳
　
　
『
成
規
拾
遺
』
漕
項
銭
糧
定
限
墨
髭

　
　
今
聯
立
分
限
之
法
、
就
各
州
県
之
額
精
白
糧
六
下
銭
糧
、
以
十
分
為
率
、
定
以

　
　
毎
歳
春
徴
完
解
二
分
、
秋
徴
再
完
三
分
、
統
計
歳
泣
落
解
五
分
、
即
将
近
可
敷

　
　
解
給
之
需
、
其
活
写
分
裂
旧
陸
続
催
徴
、
統
限
錯
算
之
前
全
曲
。
（
中
略
）
侑

　
　
歳
内
完
不
足
五
分
之
数
、
即
答
該
州
県
詳
請
分
別
記
文
、
以
郷
土
玩
。

⑳
　
　
糊
湖
南
省
例
成
案
』
戸
律
、
巻
一
九
、
倉
庫
、
収
糧
違
限
、
各
聖
経
築
地
丁
銭

　
糧
四
月
完
半
十
月
全
完
有
惰
二
三
忽
即
行
詳
請
単
管

　
　
今
届
四
月
完
半
之
期
、
而
各
属
中
毎
以
無
関
考
成
、
起
解
蓼
審
、
深
属
不
合
。

　
　
査
州
県
内
勤
力
催
翰
者
固
不
乏
人
、
而
塀
悪
世
術
者
亦
復
不
少
。
今
本
司
酌
擬

　
　
功
過
之
法
、
以
示
勧
懲
。
如
有
給
照
分
数
丼
征
解
過
半
者
、
詳
明
憲
台
批
示
、

　
　
擬
以
記
功
一
次
。
再
有
多
余
者
、
酌
量
遽
加
。
個
有
催
輸
乏
術
徴
解
不
前
者
、

　
　
詳
明
憲
台
批
示
、
擬
黎
民
過
一
次
。
欠
数
多
者
亦
以
次
逓
加
、
如
記
過
至
三
次

　
　
者
、
是
其
霊
界
玩
轡
型
可
概
見
、
即
行
列
掲
詳
請
題
参
。

⑳
　
　
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
二
一
二
、
吏
政
九
、
守
里
下
、
凌
如
換
、
敬
陳
風
化
之
要

　
疏
を
参
照
。

⑳
　
　
噸
処
分
則
例
㎞
に
収
録
さ
れ
た
規
則
の
約
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
州
県
に
対
す

　
る
る
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
慧
智
「
従
歴
史
愚
案
看
書
中
対
州
県
官
吏
的
懲
処

　
制
度
」
（
『
北
方
論
叢
』
　
　
九
九
四
年
第
四
期
、
　
～
九
九
四
年
）
を
参
照
。

⑳
『
明
清
楢
案
』
A
五
平
ー
五
四
、
艶
語
～
○
年
六
月
コ
日
、
署
蘇
州
巡
撫
需

二
　
大
計
の
変
化

大
計
は
『
尚
書
』
の
「
隠
魚
考
績
」
や
『
周
礼
撫
の
「
六
計
」

　
世
臣
、
掲
報
至
正
九
年
地
番
等
項
銭
糧
並
催
徴
完
欠
職
名
。
雍
正
九
年
度
の
江
蘇

　
省
に
お
け
る
地
丁
・
屯
折
等
の
項
目
の
銭
糧
は
、
州
県
・
墓
所
か
ら
銀
二
一
五
万

　
五
九
九
九
両
・
米
豆
三
一
万
五
八
王
石
が
納
入
さ
れ
、
未
完
は
銀
二
二
万
五
九
一

　
両
・
米
豆
五
万
～
五
〇
石
に
の
ぼ
っ
た
。
ま
た
、
雑
税
は
、
本
構
・
田
房
・
牛

　
駿
・
猪
羊
・
商
税
な
ど
、
主
に
商
業
に
課
税
さ
れ
た
銀
両
九
万
　
＝
四
三
両
が
州

　
県
・
関
か
ら
納
入
さ
れ
、
朱
完
は
五
五
一
三
両
で
あ
っ
た
。

⑳
　
　
『
六
部
則
例
全
熟
』
六
部
処
分
、
謹
厚
、
戸
部
処
分
、
考
成
、
地
丁
銭
糧
初
参

　
を
参
照
。

⑳
　
　
『
六
部
則
例
全
書
』
六
部
処
分
、
巻
二
、
声
部
処
分
、
考
成
、
不
作
分
数
銭
糧

　
を
参
照
。

魎
　
　
隅
雍
正
朝
漢
文
石
朱
批
難
摺
彙
編
駈
第
七
冊
、
雍
正
四
年
八
月
二
四
日
、
直
隷

　
総
督
李
絨
、
遵
諭
清
査
直
属
盗
案
情
形
摺

　
　
臣
伏
査
、
地
方
失
事
、
定
例
四
個
月
捕
絹
、
再
加
游
限
～
個
月
、
共
歴
五
個
月
、

　
　
始
期
扁
螺
。
比
至
審
題
常
在
一
年
内
外
、
臣
准
到
召
文
、
欽
奉
上
諭
、
即
将
所

　
　
参
疎
防
案
件
逐
一
評
議
。
計
今
田
所
思
共
～
百
案
、
其
失
事
月
日
、
実
係
去
歳

　
　
八
月
以
後
至
今
歳
　
二
月
以
前
共
八
個
月
内
之
案
。

⑭
　
　
噛
雍
正
朝
漢
文
石
朱
批
奏
摺
彙
編
㎞
第
一
七
冊
、
雍
正
七
年
一
一
月
二
四
日
、

　
署
広
東
巡
撫
傅
泰
、
奏
報
身
東
出
盗
案
件
並
弁
理
情
形
摺

　
　
今
臣
査
、
自
上
年
九
月
二
十
五
日
到
任
起
、
至
今
巴
一
年
有
余
、
且
目
下
又
将

　
　
届
封
印
定
期
。
細
査
、
臣
到
任
以
後
、
諜
報
盗
案
共
七
十
余
起
、
督
臣
已
参
疎

　
　
誉
者
五
十
余
起
、
尚
未
及
限
未
疎
防
者
一
十
余
起
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
で
淵
源
を
潮
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
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事
制
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
大
計
と
は
、
三
年
ご
と
に
地
方
官
の
成
績
を
判
定
し
、
優
れ
た
者
を
車
異
と
し
て
薦
挙
陰
る
い
っ
ぽ
う
で
、

劣
等
の
者
を
八
法
に
よ
っ
て
黙
退
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
理
念
上
、
守
（
人
格
）
・
才
（
能
力
）
・
政
（
職
責
）
・
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
身
体
）
を
評
価
す
べ
き
項
目
と
す
る
、
官
と
し
て
の
人
格
や
資
質
が
総
体
と
し
て
問
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
大
計
を
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

施
す
る
上
で
、
清
廉
さ
を
何
よ
り
重
ん
じ
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
、
ま
た
、
考
成
の
施
行
に
よ
っ
て
行
政
上
の
義
務
の
達
成
度
を
重
視
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
清
廉
さ
で
も
能
力
で
も
す
ぐ
れ
た
好
官
を
薦
挙
す
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
大
計
が
実
施
さ
れ
る
過
程
で
、
ま
ず
州
県
か
ら
履
歴
（
本
籍
・
出
身
・
赴
任
ま
で
の
経
歴
）
・
事
実
（
三
年
間
の
政
績
）
・
考
語
（
評
価
の
語
）
に

つ
い
て
報
告
を
作
製
し
、
こ
れ
を
府
－
道
－
布
按
－
督
撫
の
順
に
送
っ
て
判
定
が
定
め
ら
れ
る
。
知
県
の
場
合
を
例
に
す
る
と
、
自
ら
の
履
歴

と
事
実
を
記
し
た
上
で
報
告
を
上
げ
、
府
－
道
一
等
等
－
慰
撫
か
ら
順
に
考
語
の
記
入
を
受
け
て
山
留
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
卓
異
や
入
法

に
当
た
る
場
合
は
そ
の
こ
と
を
明
記
し
、
と
く
に
八
法
（
貧
・
酷
・
不
謹
・
罷
軟
・
浮
躁
・
不
及
・
年
老
・
有
疾
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
別
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

劣
等
の
事
績
を
報
告
し
処
分
を
決
定
す
る
上
で
の
依
り
拠
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
督
撫
か
ら
中
央
に
そ
の
結
果
を
送
る
の
と
あ
わ
せ
て
、
卓

異
・
八
法
に
つ
い
て
具
題
が
な
さ
れ
た
後
、
中
央
の
嵩
置
・
都
察
院
・
吏
科
・
河
南
道
の
会
議
を
へ
た
上
で
、
皇
帝
の
裁
可
を
得
て
篤
学
が
決

定
さ
れ
る
と
い
う
建
前
に
な
っ
て
い
た
。

　
従
来
か
ら
、
大
計
と
は
、
三
年
ご
と
の
査
定
と
い
う
歴
代
王
朝
に
由
来
す
る
制
度
の
柱
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
運
用
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

況
か
ら
見
る
と
十
分
に
機
能
を
果
た
せ
ず
、
形
骸
化
・
無
意
味
化
す
る
趨
勢
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
計
が
こ
の

よ
う
に
運
営
さ
れ
る
事
態
が
、
官
僚
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
面
で
意
味
を
も
ち
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
面
で
形
骸
化
の
要
素
を
孕
ん
で
い
た
の

か
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
大
計
の
施
行
以
後
、
論
理
の
薦
挙
・
八
法
の
処
分
を
決
定
す
る
上
で
大
き
な
比
重
を
占
め
た
の
は
、
知
県
級
の
地
方
官
で
あ
る
。
そ
し
て
、

知
県
は
車
異
に
挙
げ
ら
れ
る
と
、
皇
帝
の
引
見
を
受
け
た
上
で
と
く
に
癖
衣
を
賜
り
、
た
だ
ち
に
陞
任
が
許
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
担
う
こ
と

に
な
っ
た
。
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重
代
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
官
職
に
比
べ
て
有
資
格
者
の
数
が
多
く
人
事
が
積
量
し
、
官
僚
が
陞
任
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
が

増
大
し
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
清
代
に
は
、
保
挙
制
・
行
取
制
を
は
じ
め
と
す
る
薦
挙
制
が
盛
行
し
た
が
、
た
だ
ち
に
陞
任
と
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

付
く
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
保
窯
印
と
は
、
た
と
え
ば
六
部
の
尚
書
・
侍
郎
に
命
じ
て
道
上
・
知
府
や
郎
中
・
員
外
郎
に
任
ず
べ
き
も
の
を
推

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

挙
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
、
地
方
の
督
撫
に
命
じ
て
優
秀
な
人
員
を
選
ん
で
推
挙
さ
せ
た
り
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
例
を
見
い
出
す
こ

と
の
で
き
る
薦
挙
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
保
挙
の
盛
行
に
と
も
な
い
保
持
者
の
数
が
急
増
し
、
実
際
に
は
里
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

有
無
が
履
歴
の
上
に
記
載
さ
れ
る
の
み
で
、
陞
任
で
き
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
清
里
に
は
、
行
取
制
に
つ
い
て
は
、
知
県
か
ら
陞
任
す
べ
き
京
官
の
ポ
ス
ト
が
不
足
し
た
た
め
に
、
六
部
主
事
へ
の
推
挙
を
受
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
就
任
が
か
な
わ
ず
に
積
逸
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
広
が
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
い
っ
ぽ
う
知
県
は
、
卓
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
挙
げ
ら
れ
る
と
、
加
一
級
を
賞
与
さ
れ
た
上
で
優
先
的
に
陞
任
が
許
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
担
い
、
通
例
、
知
州
な
い
し
府
の
関
知
に
陞
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

し
た
り
、
な
か
に
は
江
府
に
抜
擢
さ
れ
る
事
例
も
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
経
過
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
知
県
に
と
っ
て
卓
異
の
薦
挙
と
は
、

陞
任
・
抜
擢
が
た
だ
ち
に
得
ら
れ
る
機
会
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
貴
重
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
知
県
に
と
っ
て
八
法
に
よ
る
処
分
も
ま
た
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
。
知
県
は
通
例
、
不
及
（
職
務
を
遂
行
す
る
能
力
が
な
い
）
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

項
目
に
ふ
れ
て
、
降
二
級
調
用
に
処
せ
ら
れ
る
事
例
が
多
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
八
法
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
降
級
を
加
虐
と
差
し
引
き
し

て
処
分
を
免
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
恩
赦
に
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
な
ど
著
し
く
重
い
処
分
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
大
計

と
い
う
三
年
に
一
度
の
査
定
は
、
知
心
意
の
地
方
官
に
と
っ
て
薦
挙
の
機
会
と
し
て
も
処
分
の
機
会
と
し
て
も
、
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と

に
な
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
大
計
が
施
行
さ
れ
た
当
初
の
段
階
か
ら
、
こ
う
し
た
判
定
の
手
続
き
が
形
式
的
な
も
の
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
と
し
て
、

し
ば
し
ば
批
判
の
的
に
な
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
大
計
を
実
施
す
る
上
で
、
州
県
か
ら
順
に
報
告
さ
れ
る
履
歴
に
つ
い
て
は
、
高
齢
の
者
が
年
齢
を
低
く
偽
っ
た
り
、
降
級
や
罰

47 （817）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

俸
の
記
録
が
あ
っ
て
も
隠
さ
れ
た
り
し
た
と
い
う
し
、
ま
た
、
事
実
に
つ
い
て
は
、
上
諭
聖
訓
を
士
民
に
講
じ
た
と
す
る
「
講
読
上
諭
」
、
書

院
を
建
造
し
た
と
す
る
「
建
立
義
学
」
、
孔
子
廟
を
修
繕
し
た
と
す
る
「
修
理
文
廟
」
な
ど
の
項
目
を
含
め
て
、
多
く
が
著
し
く
誇
張
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

虚
偽
や
掩
飾
に
満
ち
た
も
の
が
通
用
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

　
そ
し
て
、
考
語
を
記
入
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
官
僚
は
互
い
に
寛
容
の
意
を
表
し
て
、
む
や
み
に
厳
し
い
評
価
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
点
が
、
官
箴
書
の
中
に
ま
で
、
心
構
え
と
し
て
し
き
り
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
私
の
手
で
賢
否
を
つ
け
る
者
は
、
優
容
の
意
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
ど
ん
な
命
で
も
み
な
功
名
に
か
か
わ
る
の
だ
か
ら
、
い
や
し
く
も
民
に
大
害
が
な
け

　
　
れ
ば
、
自
ら
が
上
位
に
あ
る
の
を
侍
ん
で
、
軽
々
し
く
諺
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
私
の
賢
否
を
つ
け
る
者
も
、
曲
げ
て
情
理
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
た
と
え
ば
布
按
・
道
庁
で
私
の
賢
否
を
つ
け
る
者
は
、
私
が
要
職
で
は
な
い
と
い
っ
て
、
軽
々
し
く
扱
い
、
後
か
ら
非
難
の
声
を
起
こ
し
て
、
や
や
も
害

　
　
を
な
す
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
（
『
未
信
編
嚇
巻
六
、
幾
肩
下
、
庶
政
下
、
大
計
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
計
の
過
程
で
州
県
－
府
－
道
－
布
按
の
単
位
ご
と
に
作
製
さ
れ
た
履
歴
・
事
実
・
鴬
語
は
ど
れ
も
、
厳
格
な
評
価
を
付

け
る
こ
と
が
少
な
い
、
書
類
上
ど
の
よ
う
に
も
操
作
で
き
る
代
物
が
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
も
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

官
僚
ど
う
し
で
平
素
よ
り
交
際
の
あ
る
者
を
庇
っ
て
、
上
司
か
ら
繰
り
返
し
督
促
さ
れ
る
ま
で
、
な
か
な
か
上
竪
を
行
わ
な
か
っ
た
り
、
離
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
者
や
小
官
の
者
を
摘
発
し
て
、
羅
退
の
人
数
だ
け
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る
弊
害
が
、
こ
れ
以
後
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
傾
向
は
、
こ
れ
ま
で
は
上
位
の
者
が
部
下
を
庇
護
し
よ
う
と
す
る
、
循
庇
や
早
漏
の
気
風
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

⑳た
。
と
こ
ろ
が
、
大
計
の
形
骸
化
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
制
度
の
面
か
ら
も
そ
の
要
因
を
指
摘
す
る
も
の
が
、
大
計
実
施
の

当
初
の
段
階
か
ら
数
多
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
康
煕
時
代
か
ら
の
感
官
論
の
高
ま
り
に
と
も
な
い
、
官
僚
と
し
て
の
清
廉
さ
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
伝
統
的
な
理
念
が
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
計
を
実
施
す
る
上
で
、
康
煕
六
年
（
一
六
六
七
）
に
、
田
六
善
の
条
奏
に
よ
っ
て
、
卓
異
を
薦
挙
す
る
に
は
守
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⑬

（
品
格
）
を
第
　
の
条
件
と
し
て
、
才
（
才
能
）
は
第
二
の
条
件
に
と
ど
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
と
、
こ
れ
以
後
こ
う
し
た
理
念
上
の
要
請

が
次
の
よ
う
に
い
っ
そ
う
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
康
煕
二
四
年
（
一
六
八
五
）
に
は
、
「
毎
月
吉
日
に
上
諭
聖
訓
を
民
に
宣
講
し
た
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
康
煕
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

六
年
（
一
六
八
七
）
に
は
、
「
法
の
用
い
方
が
穏
当
で
苛
酷
な
刑
罰
を
科
さ
な
い
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
、
康
煕
四
三
年
（
｝
七
〇
四
）
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
、
「
御
製
訓
筋
士
文
を
生
煮
に
宣
甚
し
た
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
清
廉
さ
と
い
う
理
念
上
の
要
請
を
制
度
化
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
し
だ
い
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
卓
異
を
薦
挙
す
る
に
は
、
た
と
え
ば
、
「
毎
月
朔
望
の
日
に
上
諭
聖
訓
を
宣
講
し
た
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
項
目
を
、
事
績
と
し
て
は
じ
め
に
掲
げ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
音
量
の
官
僚
制
の
運
用
体
系
は
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
州
県
…
府
－
道
－
布
按
一
州
撫
の
順
に
、
日
常
的
に
案
件
処
理
に
つ
い
て
報
告
す
る
よ

う
に
命
じ
ら
れ
て
角
々
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
考
成
の
課
さ
れ
た
銭
糧
催
収
や
司
法
案
件
に
つ
い
て
は
、
州
県
か
ら
上

位
者
に
対
し
、
案
件
ご
と
に
必
ず
処
理
期
限
ど
お
り
に
報
告
を
上
げ
て
管
掌
す
る
こ
と
に
努
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
廉
さ
の
条
件
と

な
る
事
項
の
ほ
う
は
、
州
県
か
ら
の
報
告
も
上
位
者
か
ら
稽
査
も
求
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
蔑
ろ
に
さ
れ
る
と
い
う
の
が
む
し
ろ
実
情
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
乾
隆
二
年
（
一
七
三
七
）
、
内
閣
学
士
の
凌
如
換
は
、
大
計
が
実
施
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
上
諭
聖
訓
や
訓
筋
士
文
の
宣
講
を
例
に
し
て
、
清

廉
さ
を
表
す
事
項
は
そ
れ
ほ
ど
効
果
が
上
が
ら
ず
に
、
蔑
ろ
に
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
て
い
た
と
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

大
計
に
よ
っ
て
優
れ
た
者
と
劣
っ
た
者
を
黙
罪
す
る
の
は
、
三
年
の
長
き
を
待
っ
て
挙
行
し
、
訪
察
し
た
こ
と
は
必
ず
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臣

が
査
べ
た
と
こ
ろ
、
州
県
は
銭
糧
・
司
法
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
畜
題
の
上
で
完
結
す
る
も
の
な
の
で
、
上
司
が
み
な
こ
れ
を
調
べ
て
、
処
理
が
適
切
で

あ
れ
ば
「
慕
奨
の
批
」
が
下
さ
れ
て
、
過
央
が
あ
れ
ば
「
申
筋
の
批
」
が
下
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
衆
教
化
の
ほ
う
に
な
る
と
、
も
と
よ
り
期
限
が

設
け
ら
れ
ず
、
州
県
に
よ
る
奉
行
を
待
つ
に
す
ぎ
な
い
し
、
報
告
も
な
さ
れ
な
い
た
め
に
、
み
な
耳
食
に
努
め
な
い
の
で
あ
る
。
（
糊
皇
朝
経
琶
文
編
』
巻

二
三
、
吏
政
九
、
守
令
下
、
凌
如
喚
、
敬
陳
風
化
之
要
疏
）
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表一口異の分布

年次 省名 副
使

知
府

同
知

通
判

知
州

知
県

教
授

教
諭

司
獄

県
丞

典
史

巡
検

雍正12・1エ・26 貴州省卓異 2 ユ 2

乾隆2・12・20 広東省卓異

@　　付薦 1 1
ユ

ユ
1

ユ

乾隆6・3・28 江蘇省卓異

@　　付薦 ユ 1

1

1
4

1 ！

乾隆9・5・29 安徽省卓異 1 3 ユ 1 1

乾：隆9・8・28 四川省卓異（雑

Eのみを記載）

1

乾隆10・12・7 河南省卓異（雑

Eのみを記載）

ユ

合 計 1 5 2 1 2 12 2 1 1 1 1 1

表1　八法の分布

年次 省名 道知同闇闇州知州県吏主典照経巡駅大学教訓
�{知判州同県判丞目簿史磨歴検丞使正諭導

雍正11・11・27 四単帯 ！　1 1　　　5　1　5 7

乾隆2・12・12 広東省 1 1　　　　　2 2　　！　　　　　　！ 3　2

乾隆5・10・4 漸江省 7 1　　　　2　3　ユ　2 1　6

乾隆6・3・28 江蘇省 1 1　1　　1　5 1　6　　　　3　ユ　2 2　4

乾隆7・11・28 広西省 1　　　　3 1　　　2　　　　2 2

乾隆7・12・5 雲南省 2　　　　　　2 2　　　ユ　　　　1　　　　2 6

乾隆9・2・28 湖南省 1 3 i　　　　1ユ 4　3

乾癬9・5・29 安徽省 1　1　4 王　　　　3　　　　1 5

合 計 1　2 3　3　1　227　1 2　　4　　ユ　22　4　　2　10　2　　2　　3 1535

こ
れ
に
対
し
、
清
廉
さ
を
表
す
事

案
の
ほ
う
に
な
る
と
、
州
県
に
処

理
期
限
も
定
め
ら
れ
ず
に
任
さ
れ

た
ま
ま
報
告
も
稽
査
も
行
わ
れ
な

な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
知
県
は
、
銭
糧
徴
収
や
司
法
事

案
に
つ
い
て
、
府
一
道
一
布
按
－

督
撫
の
順
に
報
告
し
て
三
三
を
仰

ぐ
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
、
処

理
が
適
切
で
あ
れ
ば
「
嘉
奨
」
の

批
が
下
さ
れ
、
過
失
が
あ
れ
ば

「
申
筋
」
の
批
が
下
さ
れ
て
管
掌

さ
れ
た
た
め
に
、
判
定
に
も
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

大
計
を
実
施
す
る
上
で
、
清
廉
さ

を
第
一
の
条
件
と
し
て
求
め
る
と

い
う
建
前
で
あ
っ
た
の
に
、
考
成

が
課
さ
れ
る
事
案
に
比
べ
て
、
判

定
の
決
定
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
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清初地方官の考課制度とその変化（小野）

い
と
い
う
、
評
価
の
及
ば
な
い
代
物
に
な
り
下
が
っ
て
い
た
点
を
問
題
聞
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
具
体
例
に
即
し
て
、
現
実
の
大
計
の
運
用
状
況
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
表
一
・
二
は
、
雍
正
時
代
末
年
か
ら
乾
隆
時
代
初
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
け
て
の
卓
異
と
八
法
の
題
疏
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
雍
正
時
代
末
年
か
ら
乾
隆
時
代
初
年
に
か
け
て
、
各
省
か
ら
卓
異
と
し
て
数
名
か
ら
　
○
名
前
後
の
者
が
薦
挙
さ
れ
る

い
っ
ぽ
う
で
、
八
法
（
貧
・
酷
・
不
謹
・
罷
軟
・
浮
躁
・
不
及
・
年
老
・
有
疾
）
に
当
た
る
一
〇
数
名
か
ら
二
〇
数
名
が
処
分
の
対
象
と
な
っ
た
。

　
官
職
の
分
布
か
ら
こ
れ
を
見
る
と
、
知
県
級
の
地
方
官
に
よ
っ
て
、
卓
異
の
薦
挙
に
つ
い
て
も
八
法
の
処
分
に
つ
い
て
も
、
大
き
な
比
重
が

占
め
ら
れ
た
。
知
県
の
場
合
、
単
一
に
よ
れ
ば
、
薦
挙
は
一
省
あ
た
り
付
薦
（
知
県
な
ど
の
う
ち
銭
糧
催
収
や
犯
人
逮
捕
の
処
分
に
か
か
り
、
卓
見
の

資
格
を
尖
っ
た
者
を
特
別
に
薦
挙
し
た
も
の
）
の
例
も
含
め
て
二
名
か
ら
五
畜
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
、
知
県
ポ
ス
ト
の
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
入
ニ

パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
比
率
に
達
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
知
県
は
通
例
、
知
府
・
同
知
・
知
州
の
ポ
ス
ト
に
陞
任
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ

る
。　

ま
た
、
表
二
に
よ
れ
ば
、
知
県
が
八
法
に
該
当
し
て
退
け
ら
れ
る
例
は
二
七
名
と
多
く
、
そ
の
ほ
か
に
も
典
史
の
二
二
名
、
巡
検
の
～
○
名
、

教
諭
の
一
五
名
、
訓
導
の
三
五
名
が
大
き
な
比
重
を
占
め
、
そ
れ
ぞ
れ
革
職
か
ら
降
級
調
用
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
知
県
の
場
合
に
は
、
織
退

の
数
は
一
省
あ
た
り
一
名
か
ら
七
三
ほ
ど
に
及
ん
で
い
て
、
知
県
ポ
ス
ト
の
○
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
比
率
に
達
す

る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
知
県
・
典
史
・
巡
検
の
ポ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
八
法
の
処
分
の
多
数
が
占
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

宮
職
は
、
銭
糧
催
収
や
犯
人
逮
捕
を
は
じ
め
と
す
る
、
豊
成
が
課
さ
れ
る
案
件
に
対
し
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
て
、
と
く
に
、
知
県
級
の
場
合

に
は
、
不
及
と
い
う
項
目
に
問
わ
れ
た
結
果
、
職
責
を
遂
行
す
る
だ
け
の
能
力
が
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
、
退
け
ら
れ
る
例
が
多
数
に
の
ぼ

　
　
　
　
　
⑳

る
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
大
計
の
運
用
状
況
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
清
廉
さ
を
示
す
事
項
を
第
一
の
条
件
と
し
て
い
な
が
ら
あ
ま
り
顧
慮
さ
れ
ず
、
考
成
の

ほ
う
が
大
計
に
及
ぼ
す
影
響
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
を
見
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
考
成
の
課
さ
れ
る
行
政
上
の
日
常
的
な
義
務
は
、
州
県
一
躍
一
道
一
布
按
一
督
撫
と
い
う
官
僚
制
の
運

用
系
統
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
廉
さ
と
い
う
人
格
的
な
要
素
に
つ
い
て
は
、
府
－
道
－
下
心
－
細
身
の
系
統
か
ら
、
把
握
す

る
の
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
代
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
計
を
実
施
す
る
上
で
、
清
廉
さ
を
何
よ
り
重
ん
じ
る
と
い
う
建
前
は
実
効
を
上
げ
る
こ
と
は
な
く
、
形
骸
化
の
傾
向

を
か
え
っ
て
孕
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
康
煕
一
九
年
（
～
六
八
○
）
に
は
、
卓
異
を
薦
挙
す
る
に
は
、
清
廉
と
い
う
字
句
と
あ
わ
せ
て
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
相
当
す
る
実
績
を
記
載
す
る
よ
う
に
指
示
が
出
さ
れ
た
り
、
康
煕
四
四
年
（
一
七
〇
五
）
に
は
、
卓
異
の
事
績
を
挙
げ
る
の
に
、
空
虚
な
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

賛
の
言
辞
を
載
せ
な
い
よ
う
に
命
じ
る
上
諭
が
出
さ
れ
た
り
し
た
が
、
事
実
上
は
空
文
に
な
っ
て
い
た
。
雍
正
元
年
（
一
七
；
一
一
）
の
無
事
府

少
麿
事
江
澄
の
奏
言
に
よ
れ
ば
、
康
煕
時
代
末
期
の
大
計
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
卓
異
の
宮
に
つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
陞
任
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
、
そ
の
う
え
皇
帝
か
ら
蟻
鞄
の
賜
与
を
受
け
る
な
ど
、
制
度
は
い
た
っ
て
重
大
で
あ
る
。

　
　
し
か
る
に
こ
れ
ま
で
、
卓
異
に
挙
げ
ら
れ
た
事
績
に
な
る
と
、
そ
の
人
格
に
つ
い
て
奨
許
す
る
言
辞
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
州
県
の
業
務
に
つ
い
て
詳
し
く
調

　
　
べ
た
も
の
は
全
く
な
い
。
（
噸
雍
正
漢
文
殊
批
奏
摺
彙
編
』
第
二
冊
、
雍
正
元
年
一
一
月
一
〇
日
、
難
事
府
少
魑
事
注
縫
、
角
落
計
専
務
期
得
率
摺
）

大
計
が
実
施
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
地
方
の
州
県
業
務
の
実
情
に
触
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
多
く
が
清
廉
な
品
格
を
称
賛
す
る
華
飾
の
辞

に
費
や
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
裏
付
け
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
大
計
の
過
程
の
な
か
に
、
形
式
の
上
で
だ
け

取
り
繕
わ
れ
る
例
が
多
く
な
る
と
い
う
、
形
骸
化
の
要
素
が
孕
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
考
成
の
結
果
の
ほ
う
が
、
よ
り
多
く
の
影
響
を
大
計
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
考
成
に
よ
る
銭
糧
催
収
成
績
が
大
計
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

反
映
し
た
と
い
う
指
摘
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
考
成
が
銭
糧
催
収
の
み
な
ら
ず
全
体
と
し
て
大
計

と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
ち
、
大
計
が
実
施
さ
れ
る
過
程
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
た
の
か
を
捉
え
直
す
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
は
必
要
に
な

っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
次
章
で
は
、
埋
墓
と
大
計
の
関
係
に
つ
い
て
こ
う
し
た
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
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①
　
　
『
寒
松
堂
全
集
』
巻
二
、
奏
疏
、
明
計
典
清
清
吏
治
復
旧
治
以
粛
人
心
等
事
疎

　
を
参
照
。

②
岩
井
茂
樹
「
明
宋
の
集
権
と
隅
治
法
』
主
義
－
考
成
法
の
ゆ
く
え
一
」

　
（
隅
和
田
博
徳
教
授
古
稀
記
念
明
清
時
代
の
法
と
社
会
隔
、
議
事
書
院
、
一
九
九

　
三
年
）
第
一
七
〇
1
｝
七
　
頁
を
参
照
。

③
車
恵
媛
「
清
代
聖
算
層
増
鞘
口
庶
事
論
斜
迅
期
I
I
康
煕
年
間
前
半
壷

　
ス
τ
層
皇
昆
1
」
（
『
歴
史
学
報
』
第
｝
七
二
輯
、
二
〇
〇
　
年
）
第
二
〇
六
一
二

　
〇
七
頁
を
参
照
。

④
　
車
下
前
注
③
論
稿
、
第
二
〇
～
一
二
〇
二
頁
を
参
照
。

⑤
『
来
信
編
㎞
巻
六
、
幾
務
下
、
庶
政
、
大
計

　
　
開
豪
者
、
須
男
将
劣
款
開
一
手
本
、
屡
報
院
開
府
、
以
為
題
青
線
拠
。
奨
薦
者
、

　
　
止
開
脂
玉
冊
、
不
用
男
掲
。

⑥
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
A
・
キ
ユ
ー
ン
『
中
国
近
世
の
霊
魂
泥
棒
㎏
（
谷
井
俊
仁
・
谷

　
井
陽
子
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）
第
二
～
二
二
…
二
三
六
頁
を
参
照
。

⑦
後
述
を
参
照
。

⑧
㎎
康
煕
起
居
注
記
康
煕
一
九
年
六
月
一
〇
日
丁
卯
条
の
事
例
を
参
照
。

⑨
㎎
康
煕
起
居
注
㎞
康
煕
二
〇
年
五
月
＝
二
日
乙
丑
条
の
事
例
を
参
照
。

⑩
閥
石
渠
余
記
輪
巻
二
、
紀
薦
挙
の
康
煕
四
〇
年
（
一
七
〇
二
）
の
事
例
を
参
照
。

⑪
　
た
と
え
ば
、
『
清
代
官
員
履
歴
棺
案
全
編
㎞
第
一
冊
に
収
録
さ
れ
る
雍
正
時
代

　
の
履
歴
片
を
見
る
と
、
官
僚
の
多
く
が
保
挙
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑫
行
取
制
と
は
、
知
県
か
ら
科
道
官
に
陞
任
す
べ
き
も
の
を
推
挙
さ
せ
る
た
め
、

　
地
方
の
督
撫
に
命
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
知
県
は
通
例
、
行
取
に
挙
げ
ら

　
れ
る
と
、
優
秀
な
者
か
ら
順
に
科
道
官
に
陸
任
し
て
定
員
を
満
た
し
、
そ
の
ほ
か

　
は
六
部
の
郎
中
・
員
外
郎
・
朝
事
に
陞
任
さ
せ
る
と
い
う
建
前
で
あ
っ
た
。
し
か

　
し
、
行
取
が
実
施
さ
れ
る
過
程
で
、
京
官
ポ
ス
ト
の
不
足
の
た
め
、
就
任
の
機
会

　
が
得
ら
れ
な
い
事
態
が
起
こ
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
（
『
六
部
則
例
全
書
㎞
吏

　
部
則
例
巻
上
、
行
取
知
県
行
取
舶
用
復
開
列
）
。

　
　
康
煕
四
四
年
（
一
七
〇
六
）
よ
り
、
知
県
か
ら
科
道
官
へ
の
抜
擢
が
停
止
さ
れ

　
て
、
も
っ
ぱ
ら
六
部
主
事
に
陞
任
さ
せ
る
こ
と
に
制
度
が
変
更
さ
れ
る
と
、
こ
の

　
よ
う
な
事
態
は
さ
ら
に
著
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
端
正
二
年
（
一
七

　
二
四
）
の
吏
部
の
奏
疏
に
よ
れ
ば
、
康
煕
五
一
年
（
一
七
｝
二
）
の
行
取
知
県
が

　
一
名
、
康
煕
五
四
年
（
一
七
一
五
）
の
行
取
知
県
が
一
名
、
康
煕
五
年
（
一
七
一

　
八
）
の
行
取
知
県
が
～
○
名
、
康
煕
六
〇
年
（
一
七
一
＝
）
の
行
取
知
県
が
一
七

　
名
な
ど
合
計
玉
六
名
も
の
知
県
が
、
主
事
へ
の
就
任
が
か
な
わ
ず
に
積
滞
す
る
事

　
態
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
（
『
雍
正
朝
満
文
朱
批
蝦
蟹
全
訳
』
上
冊
、
雍
正
二
年

　
二
月
八
目
、
吏
部
、
奏
請
行
下
知
県
）
。

　
　
結
果
的
に
、
行
取
制
は
陞
任
の
機
能
を
十
分
に
果
た
せ
な
い
ま
ま
、
雍
正
時
代

　
に
は
停
止
さ
れ
る
例
が
多
く
な
り
、
乾
隆
一
六
年
（
一
七
五
～
）
に
い
た
っ
て
、

　
つ
い
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
『
石
渠
蕩
心
』
巻
二
、
紀
行
取

　
旧
制
）
。

⑬
隅
清
代
官
員
履
歴
櫨
案
全
編
』
第
一
冊
、
挑
興
演
、
第
三
九
｝
頁
を
参
照
。

⑭
　
　
噸
染
代
官
員
履
歴
櫨
案
全
編
』
第
　
冊
、
慶
陵
召
替
、
第
四
四
五
買
を
参
照
。

⑮
星
祭
代
官
員
履
歴
冥
目
全
編
』
第
　
柵
、
莞
朝
俊
、
第
三
七
頁
を
参
照
。

⑯
　
後
述
を
参
照
。

⑰
『
増
定
分
類
臨
民
治
政
全
書
』
巻
｛
、
吏
部
、
熊
本
盛
、
大
計
条
例
疏

　
　
履
歴
者
、
所
以
見
各
官
之
往
跡
・
歳
数
者
、
所
以
見
尊
爵
之
老
壮
。
向
来
各
官

　
　
所
造
履
歴
、
有
事
蓬
蓬
而
後
開
復
者
、
径
剛
去
不
造
、
亦
有
少
造
～
二
事
者
、

　
　
愚
図
飾
観
。
豊
潤
数
則
聖
帝
実
説
、
有
年
六
十
以
外
、
尚
母
野
四
十
者
。
故
意

　
　
朦
混
、
殊
畏
敬
慎
之
道
。

⑱
開
福
恵
全
書
』
巻
二
四
、
典
礼
部
、
朝
観
大
計

　
　
至
開
列
其
事
実
、
出
挙
講
読
上
諭
、
仮
寺
廟
為
愚
迷
、
偶
｝
循
故
事
而
已
。
以

　
　
云
建
立
義
学
、
干
悶
市
通
衛
、
甲
立
門
盗
聴
已
。
以
云
修
理
文
題
、
予
観
星
門
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⑲⑳＠＠㊨

垣
、
略
施
黒
垂
而
已
。
其
所
謂
罠
風
潮
変
、
士
習
還
淳
、
教
化
興
行
之
実
、
果

何
在
哉
。

『
増
量
分
類
臨
昆
治
政
全
書
』
巻
～
、
財
部
、
粘
本
盛
、
大
計
条
例
疏

至
報
冊
糊
置
之
弊
、
尤
当
照
破
。
向
来
、
各
所
造
観
冊
、
毎
多
推
托
、
不
日
厳

査
並
無
不
肖
官
員
、
無
愚
掲
報
、
日
陞
遷
去
任
者
多
、
所
存
無
断
。
及
上
司
票

推
数
次
、
方
行
具
掲
。
大
抵
為
平
素
交
接
懲
勲
、
～
時
未
便
論
議
、
尤
当
厳
筋
。

『
皇
清
田
下
』
巻
～
六
、
正
議
、
澄
清
計
典
七
款

至
於
従
来
長
考
、
寛
大
吏
而
濫
漫
僚
。
錐
屡
経
閉
筋
、
而
積
弊
難
除
、
必
須
再

為
申
警
。
又
或
略
現
任
、
而
厳
去
任
、
素
絹
冊
似
乎
澄
汰
多
宮
、
問
其
人
則
皆

不
在
本
生
、
細
管
片
庇
至
巧
法
器
。

キ
ュ
ー
ン
氏
前
婦
⑥
著
書
第
二
一
二
八
－
二
三
九
頁
を
参
照
。

車
氏
前
注
③
論
稿
。
ま
た
、
湯
煕
勇
「
『
大
法
小
廉
論
』
与
清
康
煕
帝
対
官
吏

操
守
的
要
求
」
（
『
中
央
研
究
院
中
山
入
文
社
会
科
学
研
究
所
人
文
及
社
会
科
学

集
刊
』
第
七
巻
第
二
期
、
一
九
九
五
年
）
も
参
照
。

『
六
部
則
例
全
轡
』
面
部
則
例
巻
下
、
薦
劾
、
墳
釜
煎
異
事
実

康
配
…
六
年
十
・
月
、
吏
部
首
准
、
御
史
田
条
下
、
凡
督
梅
…
開
報
卓
黒
ハ
官
員
、
当
先

以
守
為
重
、
次
論
其
才
。
（
中
略
）
知
悉
以
下
知
県
以
上
、
船
囲
開
某
官
不
派

雑
差
・
不
重
火
脚
・
不
断
損
行
啓
・
不
借
貸
冨
罠
等
事
、
又
必
其
欄
内
無
施
欠

銭
糧
・
盗
案
、
果
係
撫
安
地
方
良
吏
、
方
為
卓
異
。
嗣
後
、
倶
照
此
例
遵
行
。

な
お
車
氏
注
③
論
稿
も
、
清
廉
さ
を
表
す
事
項
を
列
記
し
て
い
る
。

⑳
　
　
『
六
部
則
例
全
書
』
下
部
則
例
巻
下
、
薦
劾
、
補
註
卓
論
事
実
。

⑳
　
　
『
⊥
ハ
部
則
例
全
書
㎞
吏
部
馴
川
例
巻
下
、
薦
劾
、
旗
註
壼
T
異
山
畢
窯
ハ
。

⑳
　
　
『
六
部
則
例
全
轡
臨
吏
部
則
例
巻
下
、
薦
劾
、
填
註
卓
異
事
実
。

⑳
　
　
『
皇
朝
経
世
文
編
煙
毒
二
三
、
吏
政
論
、
撃
方
下
、
凌
墨
描
、
架
工
風
化
之
要

　
　
疏

　
　
即
如
簾
金
上
論
一
事
、
銀
盤
薦
挙
属
吏
、
率
皆
首
列
此
案
。

⑳
　
　
『
明
渚
榿
案
㎞
に
収
録
さ
れ
た
、
雍
正
一
一
年
（
一
七
＝
～
三
）
か
ら
乾
隆
九
年

　
（
一
七
四
四
）
ま
で
の
卓
論
・
八
法
の
題
疏
か
ら
事
例
を
と
る
。

⑳
　
表
二
に
挙
げ
た
知
県
の
二
七
名
の
う
ち
、
才
力
不
及
の
た
め
退
け
ら
れ
た
の
が

　
一
一
名
に
当
た
り
、
全
体
の
四
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
妾
す
る
。

⑳
　
　
『
六
部
語
例
全
書
㎞
吏
部
下
例
巻
下
、
藁
葺
、
薦
保
開
写
清
廉
字
様

　
　
康
煕
十
九
年
八
月
、
吏
部
覆
准
、
電
工
孫
重
奏
、
凡
薦
挙
・
保
挙
倶
開
賢
能
実

　
　
跡
核
前
方
准
、
未
経
載
有
清
廉
出
様
、
倶
不
准
行
。
嗣
後
、
内
外
薦
挙
・
保
挙
、

　
　
応
令
開
写
清
廉
諸
処
、
不
得
籠
統
粉
飾
。

⑳
　
　
『
⊥
ハ
部
…
則
例
λ
盆
書
弧
由
史
部
…
則
例
巻
下
、
曲
鷹
劾
、
蝋
棚
隔
早
異
事
実

　
　
康
煕
四
十
四
年
六
月
、
大
学
士
馬
脚
諭
旨
、
官
員
薦
挙
卓
異
、
関
係
激
勧
大
典
。

　
　
所
造
事
跡
、
有
実
甲
子
地
方
百
姓
、
開
張
立
文
無
益
。
嗣
後
、
薦
挙
車
異
、
務

　
　
期
蔦
蔓
派
、
無
濫
刑
、
無
篤
学
、
無
銭
糧
施
欠
、
無
畜
空
倉
庫
銀
米
、
境
内
民

　
　
生
得
所
、
地
方
日
有
起
魚
、
方
可
麿
無
異
之
選
、
其
他
所
掌
虚
文
、
倶
不
必
入
。

⑫
　
と
く
に
、
車
氏
前
注
③
論
稿
、
第
二
〇
一
一
二
〇
一
貢
を
参
照
。

54　（824）

三
　
加
級
・
降
級
と
記
功
・
記
過
の
性
格

　
清
算
に
は
考
成
と
大
計
は
併
存
の
関
係
に
あ
る
。
考
成
の
実
施
に
よ
り
、
州
県
ご
と
に
行
政
上
の
貴
任
に
つ
い
て
、
中
央
の
吏
部
は
加
級
や

降
級
を
は
じ
め
と
す
る
議
叙
・
議
処
を
課
し
た
り
、
地
方
の
各
省
は
聖
算
・
記
過
を
課
し
た
り
し
て
管
掌
す
る
こ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
努
め
た
。
そ



清初地方官の考課制度とその変化（小野）

の
結
果
、
考
成
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
褒
賞
や
懲
戒
・
処
分
な
ど
賞
罰
の
次
数
が
、
官
僚
と
し
て
の
勤
務
上
の
評
価
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

こ
こ
か
ら
は
、
考
成
と
大
計
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
章
で
は
、

考
成
の
あ
り
方
が
大
計
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
捉
え
直
し
て
い
き
た
い
。

　
考
成
と
大
計
の
関
係
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
考
成
に
よ
っ
て
中
央
吏
部
か
ら
課
さ
れ
て
い
た
、
加
虐
・
紀
録
や
降
級
・
罰
俸
を
は
じ

め
と
す
る
心
象
・
延
買
の
次
数
が
、
大
計
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
州
県
か
ら
呈
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
点
で
あ
る
。
順
治
一
五
年

（一

Z
五
八
）
に
は
、

　
　
　
（
順
治
）
一
五
年
、
題
額
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
地
方
の
各
官
の
履
歴
に
つ
い
て
は
、
歳
年
を
確
実
に
列
挙
し
、
何
れ
の
事
件
に
よ
っ
て
処
分
を
受
け
た

　
　
の
た
か
、
何
れ
の
日
に
開
心
を
し
た
の
か
、
お
よ
び
、
現
任
の
者
が
処
分
を
課
さ
れ
た
上
で
戴
罪
し
職
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
な
ど
、
項
目
ご
と
に
逐

　
　
　
一
詳
細
に
記
載
し
て
、
決
し
て
隠
匿
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
康
煕
『
大
豊
会
幸
川
巻
一
五
、
警
部
、
大
計
考
察
）

と
い
う
規
定
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
大
計
の
三
年
間
と
い
う
対
象
期
間
内
に
、
考
成
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
賞
罰
に
つ
い
て
履
歴
に
記
載
し
た
上

で
、
清
政
府
ま
で
案
件
ご
と
に
逐
一
呈
送
す
る
よ
う
に
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
計
が
実
施
さ
れ
る
過
程
で
、

早
成
が
課
せ
ら
れ
た
案
件
は
そ
の
理
由
と
と
も
に
呈
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
判
定
を
定
め
る
上
で
の
依
り
拠
と
す
る
た
め
に
命
じ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
康
煕
九
年
（
一
六
七
〇
）
、
大
計
を
実
施
す
る
上
で
、
遡
江
巡
撫
の
二
会
護
か
ら
布
・
按
両
司
に
対
し
、
漸
江
省
所
属
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

人
員
ご
と
に
、
加
級
・
紀
録
や
降
級
・
罰
俸
に
つ
い
て
夕
嵐
し
た
上
で
送
る
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
考
成
に
よ
っ
て
加
級
・

紀
録
を
受
け
た
次
数
が
、
官
僚
と
し
て
優
秀
で
あ
る
の
か
否
か
や
好
成
績
を
挙
げ
た
の
か
否
か
な
ど
の
成
果
を
表
示
す
る
、
三
年
間
の
事
績
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

表
す
も
の
と
し
て
、
主
た
る
依
り
拠
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
、
耳
当
時
代
の
半
ば
に
か
け
て
、
地
方
の
各
省
か
ら
独
自
に
課
さ
れ
て
い
た
、
記
功
・
記
過
の
次
数
に
つ
い
て
も
、

大
計
が
実
施
さ
れ
る
過
程
で
州
県
か
ら
呈
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
乾
隆
五
年
（
｝
七
四
〇
）
、
河
南
巡
撫
の
顎
爾
図
の
橡
示
か
ら
次

の
よ
う
に
命
じ
て
い
る
例
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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河
南
省
所
属
の
昇
官
は
、
巡
撫
の
到
任
以
後
の
記
功
・
振
替
に
つ
い
て
、
中
央
の
各
部
に
送
る
も
の
を
除
い
た
冊
籍
の
内
に
、
官
衝
の
下
に
記
功
・
記
過

　
　
の
次
数
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
よ
り
以
後
、
大
計
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
別
に
功
過
柵
一
碍
を
作
製
し
、
巡
撫
ま
で
五
花
偲
（
大
計
に

　
　
お
い
て
履
歴
・
事
実
・
考
語
を
記
載
し
た
冊
籍
）
と
あ
わ
せ
て
送
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
薦
挙
や
処
分
を
決
定
す
る
上
で
の
依
り
拠
と
す
る
。
（
噸
心
政

　
　
録
撫
微
示
、
巻
二
、
為
厳
筋
府
州
稽
査
属
員
勤
惰
為
収
実
効
事
）

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
河
南
省
所
属
の
官
員
に
つ
い
て
、
書
類
に
署
名
す
る
と
き
に
は
官
名
の
下
に
摺
糠
・
記
憶
の
次
数
を
記
入
さ
せ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

官
僚
と
し
て
優
秀
な
の
か
否
か
を
表
す
措
置
と
す
る
よ
う
に
ま
ず
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
計
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
功
過
の
記
録
を

造
冊
し
、
巡
撫
ま
で
呈
上
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
こ
う
し
た
動
き
は
広
が
っ
て
い
く
趨
勢
に
あ
っ
た
。
乾
隆
二
五
年
（
一
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

六
〇
）
に
な
る
と
、
大
計
の
冊
内
に
記
功
・
記
過
の
次
数
を
記
載
し
て
、
清
政
府
に
呈
上
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
加
級
・
紀
録
の
次
数
の
み
な
ら
ず
寄
生
・
記
過
の
次
数
に
つ
い
て
も
、
官
僚
と
し
て
優
秀
で
あ
る
の
か
否
か
成
果
を
表
示
し
、

評
価
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
惹
。

　
以
上
を
見
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
計
が
実
施
さ
れ
る
過
程
で
、
州
県
一
府
一
道
i
布
津
一
等
撫
－
中
央
政
府
の
各
段
階
ご
と
に
、
早
成

に
よ
っ
て
褒
賞
や
懲
戒
・
処
分
を
受
け
た
次
数
を
呈
篤
し
、
官
僚
と
し
て
の
評
価
を
示
す
要
素
と
し
ょ
う
と
す
る
動
き
が
進
展
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
考
成
の
結
果
課
さ
れ
た
下
級
・
紀
要
や
降
級
・
罰
俸
、
記
功
・
記
過
の
次
数
が
、
全
体
と
し
て
大
計
の
運
営
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
動
き
は
大
計
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ほ
か
の
分
野
で
も
進
展
し
て
い
く
。
『
行
簡
録
』
（
乾
隆
三
九
年
増
訂
刊
本
）
に
よ
れ
ば
、
考
成

の
施
行
に
と
も
な
い
、
加
級
・
降
級
や
記
功
・
記
田
を
は
じ
め
と
す
る
賞
罰
の
次
数
は
、
「
黍
報
」
の
禍
籍
と
し
て
春
秋
二
期
に
、
「
履
歴
冊
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

お
よ
び
「
年
歳
事
実
冊
」
の
内
に
付
し
、
定
期
的
に
報
告
す
る
の
が
一
般
化
し
て
い
た
と
い
う
。

　
そ
し
て
こ
れ
に
と
も
な
い
、
考
成
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
褒
賞
や
懲
戒
・
処
分
の
次
数
を
も
と
に
、
官
僚
と
し
て
の
勤
務
上
の
評
価
を
表
示
し

よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
湖
南
省
で
は
、
乾
隆
一
八
年
（
～
七
五
三
）
、
題
補
欠
（
督
撫
が
任
命
の
権
限
を
も
ち
、
所
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属
の
属
僚
か
ら
陞
任
・
異
動
さ
せ
る
ポ
ス
ト
）
に
つ
い
て
、
毎
季
の
「
履
歴
冊
」
内
に
記
功
・
記
過
の
項
目
を
に
記
載
し
て
送
る
よ
う
に
義
務
づ
け

た
上
で
、

　
　
こ
れ
よ
り
以
後
、
湖
南
省
所
属
の
大
小
の
各
官
に
つ
い
て
、
上
司
か
ら
批
示
を
受
け
た
案
件
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
記
功
・
記
過
、
お
よ
び
州
県
が
銭
糧
の

　
　
督
催
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
記
功
・
記
過
を
、
道
府
州
に
命
じ
て
、
季
報
の
履
歴
寺
内
に
は
っ
き
り
と
記
載
さ
せ
て
、
稽
査
を
行
う
上
で
の
依
り
拠
と
す
る
。

　
　
隠
題
に
よ
り
陞
任
・
異
動
を
す
る
と
き
に
は
、
書
類
の
冊
内
に
、
本
人
員
の
功
過
を
課
さ
れ
た
案
件
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
摘
記
し
、
宋
尾
に
付
入
し
て

　
　
明
ら
か
に
し
て
決
定
を
願
い
出
る
も
の
と
す
る
。
（
『
湖
南
省
例
成
案
臨
名
例
、
巻
　
、
職
官
有
犯
、
大
小
要
員
軍
配
騒
擾
功
記
過
及
州
県
督
徴
銭
糧
功
過

　
　
於
季
報
履
歴
冊
内
登
註
備
査
）

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
州
県
ポ
ス
ト
の
陸
任
・
異
動
に
つ
い
て
も
、
地
方
の
各
省
か
ら
課
さ
れ
た
記
功
・
記
過
の
次
数
に
も
と
づ
い
て
、

人
選
を
行
お
う
と
す
る
方
向
に
事
態
は
進
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
考
成
の
普
及
に
と
も
な
い
、
記
者
・
記
過
の
次
数
を
も
と
に

こ
れ
が
定
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
申
央
吏
部
か
ら
課
さ
れ
た
加
級
・
降
級
の
次
数
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
依
り
拠
と
す
る
の
が

一
般
化
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。

　
そ
れ
だ
け
に
知
県
は
、
考
成
に
よ
っ
て
行
政
上
ど
の
義
務
を
達
成
す
れ
ば
議
叙
を
受
け
ら
れ
る
の
か
、
ど
の
義
務
を
達
成
で
き
な
け
れ
ば
議

処
を
課
せ
ら
れ
る
の
か
を
意
識
し
て
、
行
動
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
清
逸
の
地
方
官
が
つ
ね
に
所
持
す
べ
き
書
物
の
一
つ
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
処
分
則
例
」
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
総
代
の
地
方
で
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
案
件
の
処
理
が
黒
幕
さ
れ
て
、
未
完
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
い
う
問
題
－
積
案
問
題
が
蔓
延
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
豊
隆
時
代
に
各
地
の
巡
撫
を
歴
任
し
た
陳
弘
謀
は
、
「
欽
部
の
事
件
（
上
諭
・
部
示
を
受
け
て
処
理
が
命
じ
ら
れ
た
案
件
）
は
、
期
限
よ
り
遅
れ

れ
ば
置
処
を
受
け
る
の
で
、
州
県
で
は
大
き
く
遅
記
し
な
い
の
に
対
し
、
上
司
の
暑
湿
を
受
け
た
事
件
の
ほ
う
は
、
今
年
の
春
の
終
わ
り
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
、
お
よ
そ
一
一
〇
件
も
の
積
滞
が
出
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
上
司
か
ら
審
理
の
指
示
を
受
け
た
尋
常
の
案
件
が
、
緊
要
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と
は
み
な
さ
れ
ず
に
遅
怠
す
る
の
に
任
さ
れ
る
事
態
に
な
っ
た
の
は
、
種
苗
を
顧
慮
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
善
感
一
一
年
（
一
七
三
三
）
か
ら
乾
隆
七
年
（
一
七
四
二
）
ま
で
、
江
西
按
察
使
を
務
め
た
凌
熔
に
よ
れ
ば
、
江
西
省
の
場
合
、
司
法
事
件
を

例
に
し
て
期
限
ど
お
り
完
遂
さ
れ
る
の
か
否
か
は
、
次
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
て
い
た
と
よ
り
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。

　
　
江
西
省
の
所
属
の
下
で
は
、
欽
部
事
件
・
命
盗
事
件
が
も
っ
と
も
重
大
な
事
件
で
あ
る
た
め
に
、
遅
延
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
自

　
　
尽
の
命
案
・
賭
案
・
窃
案
な
ど
の
雑
案
は
、
か
え
っ
て
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
内
曇
の
案
は
初
参
・
二
参
と
処
分
が
課
さ
れ
る
の
で
、

　
　
処
分
を
畏
れ
て
遂
行
に
励
む
の
に
対
し
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
外
結
の
案
は
、
未
完
の
ま
ま
遅
漏
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
自
理
の
事
件
に
至
っ
て

　
　
は
、
上
司
の
稽
査
が
行
き
届
か
な
い
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
放
置
す
る
の
に
任
さ
れ
た
ま
ま
だ
。
（
『
西
江
視
泉
南
事
魅
巻
二
、
誌
面
、
命
案
下
明
即
許

　
　
掩
埋
議
詳
）

こ
こ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
考
成
に
よ
っ
て
処
分
が
期
限
ご
と
に
課
さ
れ
る
の
で
、
重
要
事
案
で
あ
る
欽
部
事
件
・
命
盗
事
件
（
中
央
政
府
の

審
理
に
よ
っ
て
完
結
す
る
内
結
の
案
）
は
、
多
く
が
期
限
ど
お
り
に
処
理
さ
れ
て
、
大
き
く
遅
延
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、

自
殺
の
華
実
・
止
痛
・
窃
案
（
各
省
の
審
理
に
よ
っ
て
完
結
す
る
面
素
の
案
）
や
、
あ
る
い
は
州
県
論
理
の
案
（
州
県
の
審
理
に
よ
っ
て
完
結
す
る
軽

微
な
事
案
）
な
ど
尋
常
の
事
件
に
な
る
と
、
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
上
に
、
稽
査
が
行
き
届
か
な
い
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
放
つ
と
い

た
ま
ま
遅
怠
さ
れ
る
事
態
が
蔓
延
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
結
果
的
に
、
多
く
の
尋
常
案
件
が
未
完
の
ま
ま
積
滞
さ
れ
、
積
憂
が
社
会
問
題
化

し
て
い
く
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
明
ら
か
に
、
考
成
を
顧
慮
し
て
知
県
は
、
懲
戒
・
処
分
を
課
せ
ら
れ
る
案
件
処
理
の
ほ
う
を
優
先
し
、
考
成
の
対
象
と
な
ら
な
い
案
件
に
な

る
と
、
処
理
を
怠
っ
た
ま
ま
放
置
し
て
し
ま
う
傾
向
が
、
し
だ
い
に
著
し
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
寒
心
の
施
行
に
と
も
な
い

賞
罰
を
課
さ
れ
た
次
数
が
、
全
体
と
し
て
官
僚
の
勤
務
上
の
評
価
を
示
す
要
素
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
知
県
級
の
地
方
官
の

行
動
パ
タ
ー
ン
に
影
響
を
及
ぼ
す
ま
で
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
『
四
此
堂
稿
』
巻
五
、
牌
、
取
賢
否

　
　
目
今
三
期
二
選
、
合
野
禽
取
、
為
此
牌
仰
該
司
・
道
、
照
牌
事
理
、
即
将
所
属

　
　
大
小
各
官
自
履
任
之
日
置
始
至
康
煕
九
年
某
月
止
、
有
操
守
清
正
・
才
力
優
長
、

　
　
亦
有
霧
隠
庸
劣
・
以
及
年
歳
壮
政
談
実
・
紀
要
参
罰
之
案
、
逐
一
確
査
明
断
、

　
　
彙
造
清
冊
、
具
文
急
送
、
最
悪
査
核
。

②
康
煕
七
年
（
一
六
六
七
）
か
ら
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
の
間
、
漸
江
巡
撫
の
幕

　
友
を
務
め
た
魏
際
瑞
は
、
督
撫
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い

　
て
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
毎
乳
首
察
之
年
、
其
所
謂
有
功
無
過
者
、
皆
勲
章
録
・
全
級
幾
次
為
拠
。
而
所

　
　
以
紀
録
・
加
級
之
実
、
則
或
因
掲
助
、
或
因
銭
糧
無
欠
、
或
因
緕
獲
逃
人
細
事
、

　
　
其
諸
要
務
大
端
、
蝋
片
語
無
及
焉
。
此
等
之
功
難
在
有
司
、
亦
是
庸
常
小
事
、

　
　
財
況
於
大
臣
乎
。
其
有
過
処
分
者
、
遺
憾
是
此
等
之
事
。
蒲
大
路
大
酷
・
庇
悪

　
　
養
癖
・
柾
法
害
民
・
防
壁
病
国
之
罪
、
亦
片
里
無
学
焉
、
此
等
之
過
、
難
在
有

　
　
司
、
亦
是
繊
微
小
過
、
而
況
於
大
臣
乎
。
（
『
鞍
懸
堂
稿
』
巻
一
〇
、
奏
対
大
略
、

　
　
督
撫
大
臣
宜
責
之
以
大
事
撮
記
以
掴
助
追
徴
獲
逃
小
事
完
欠
為
功
過
）

　
　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
照
察
（
京
官
お
よ
び
督
撫
の
六
年
に
　
度
の
査
定
）
の
実
施

　
に
当
た
り
、
功
績
が
あ
る
の
か
劣
績
が
あ
る
の
か
、
自
ら
の
在
任
期
間
の
成
果
を

　
表
わ
す
の
に
、
も
っ
ぱ
ら
紀
録
・
加
級
や
罰
俸
・
降
級
を
受
け
た
圓
数
を
示
す
事

お
　
わ
　
り
　
に

　
態
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

③
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
任
の
河
南
巡
撫
で
あ
る
畢
会
一
に
よ
っ
て
、
問
じ
措
置

　
が
こ
れ
よ
り
先
に
と
ら
れ
て
い
た
の
が
わ
か
る
（
『
撫
早
昼
教
』
巻
｝
、
筋
記
功

　
記
過
。
（
上
略
）
筋
各
面
干
詳
験
雲
井
内
、
登
庸
之
下
、
倶
注
明
功
過
若
千
次
。

　
如
此
則
本
都
院
既
得
不
時
寓
目
、
知
該
員
居
宮
之
賢
否
、
而
各
属
亦
可
随
事
警
心
、

　
交
相
砥
礪
、
賢
能
者
自
更
加
鼓
舞
、
平
聖
者
必
争
自
濯
磨
、
未
始
非
振
励
官
方
之

　
一
道
也
）
。

④
開
晋
政
輯
要
』
（
海
寧
輯
、
乾
隆
五
四
年
後
）
巻
一
、
大
計
事
宜

　
　
乾
隆
二
十
五
年
定
例
、
一
員
記
功
・
黙
過
次
数
、
註
豪
華
大
計
案
内
声
明
。

⑤
門
行
簡
録
隔
季
報
の
項
に
、
「
官
員
履
歴
冊
、
春
秋
二
季
送
部
。
各
属
功
過
冊
、

　
季
報
各
官
等
歳
事
実
理
内
付
入
。
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

⑥
清
美
の
則
例
の
刊
行
・
通
行
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
谷
井
陽
子
「
清

　
潔
斎
例
黙
認
考
」
（
朔
東
方
学
報
』
第
六
七
冊
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。

⑦
趙
暁
華
「
晩
量
的
積
案
問
題
」
（
噸
数
清
訟
獄
制
度
的
社
会
考
察
』
中
国
入
民
出

　
版
社
、
二
〇
〇
一
年
に
収
録
）
で
は
、
清
末
を
中
心
と
す
る
積
案
問
題
の
状
況
に

　
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
示
唆
に
寓
む
。

⑧
　
　
『
培
遠
里
三
年
稿
㎞
巻
四
四
、
彙
催
案
件
立
限
速
結
傲

　
こ
の
小
論
で
は
、
考
成
と
大
計
の
関
係
を
軸
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
考
課
制
が
官
僚
制
の
運
用
体
系
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
た
ど
っ

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
て
き
た
。
以
下
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
ま
と
め
、
残
さ
れ
た
課
題
を
示
し
て

今
後
の
展
望
と
し
た
い
。
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考
成
と
は
、
案
件
ご
と
に
処
理
期
限
を
定
め
そ
れ
を
完
遂
で
き
た
の
か
否
か
に
よ
っ
て
、
中
央
か
ら
加
級
・
降
級
な
ど
の
議
叙
・
議
処
を
課

し
た
り
、
地
方
か
ら
功
・
過
を
課
し
た
り
し
て
賞
罰
を
課
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
清
代
の
官
僚
制
は
、
州
県
－
府
－
道
－
布
二
一
督
撫
の

順
に
案
件
処
理
を
報
告
し
、
そ
れ
を
も
と
に
稽
査
が
行
わ
れ
て
体
系
的
に
運
用
さ
れ
て
い
た
。
考
成
が
課
さ
れ
た
案
件
は
そ
う
し
た
体
系
の
下

に
掌
握
さ
れ
、
拡
大
し
て
い
く
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
大
計
は
官
僚
の
人
格
や
資
質
が
総
体
と
し
て
問
わ
れ
る
も
の
で
、
結
果
的
に
、
清
廉
さ
が
何
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
の
と
あ
わ
せ

て
、
考
成
の
施
行
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
行
政
上
の
責
任
も
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
廉
さ
と
い
う
人
格
的
な
要
素
に
つ

い
て
は
、
州
県
－
府
一
道
－
布
按
－
督
撫
と
い
う
報
告
・
稽
査
の
系
統
か
ら
の
把
握
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
代
物
で
あ
り
、
形
式
化
し
て
い
く
要
因

が
こ
こ
か
ら
孕
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
考
成
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
官
僚
制
の
運
用
体
系
下
に
日
常
的
に
把
握
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
大
計
の
運
営
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
要
素
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
考
成
の
適
用
は
多
く
の
分
野
で
拡
大
し
て
い
く
趨
勢
に
あ
り
、
考
成
に
よ
り
加
級
・
降
級
や
記
功
・
記
過
を
受
け
た
次
数
に
つ
い

て
は
、
無
季
に
定
期
的
に
州
県
か
ら
報
告
す
る
の
が
一
般
化
し
て
い
た
。
結
果
的
に
、
考
成
の
実
施
に
と
も
な
い
課
さ
れ
た
、
姦
悪
・
降
級
や

記
功
・
記
過
な
ど
の
褒
賞
や
処
分
の
次
数
が
、
全
体
と
し
て
官
僚
に
対
す
る
評
価
を
表
示
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
大
計
が
実
施
さ
れ
る
に

当
た
っ
て
は
、
加
級
・
降
級
や
記
功
・
記
過
の
次
数
を
呈
上
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
、
官
僚
と
し
て
優
秀
で
あ
る
の
か
否
か
や
、
好
成

績
を
挙
げ
た
の
か
否
か
な
ど
を
示
す
大
き
な
要
素
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
は
大
計
の
み
な
ら
ず
、
題
補
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
人
事
制
の
運
営

に
お
い
て
も
、
一
般
化
し
て
い
く
方
向
に
進
展
し
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
よ
り
、
考
成
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
賞
罰
の
次
数
が
全
体
的
に
評
価
を
表
示
し
、
考
課
制
の
運
営
を
支
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
考
成
と
地
方
人
事
体
系
の
関
係
や
、
考
成
が
知
県
級
の
地
方
官
の
行
動
パ
タ
ー
ン
に
及
ぼ

し
た
影
響
な
ど
も
含
め
て
、
今
後
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
く
に
、
考
成
と
題
補
の
関
係
が
、
こ
こ
か
ら
は
大
き
な
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
題
補
制
と
は
、
督
撫
が
任
命
の
権
限
を
も
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つ
た
ポ
ス
ト
に
所
属
の
葺
石
を
陞
任
・
異
動
さ
せ
る
制
度
で
、
康
煕
時
代
な
か
ば
以
後
、
州
県
ポ
ス
ト
に
占
め
る
比
重
が
拡
大
し
て
い
く
趨
勢

に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
知
県
級
の
地
方
官
に
と
っ
て
、
考
成
に
よ
っ
て
受
け
た
評
価
の
次
数
が
、
題
補
に
よ
っ
て
陞
任
・
異
動
し
て
い
く

の
と
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
か
が
問
わ
れ
て
は
じ
め
て
、
地
方
人
事
体
系
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
二

成
と
島
式
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
康
煕
時
代
後
半
か
ら
、
翼
成
に
よ
っ
て
処
分
を
課
さ
れ
た
知
県
に
つ
い
て
も
題
補
を
許
す
べ
き
か
否
か
、
ま

た
許
す
と
す
れ
ば
ど
れ
く
ら
い
の
処
分
ま
で
を
適
当
と
す
べ
き
な
の
か
な
ど
、
多
く
の
論
点
が
議
論
に
上
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た

問
題
の
推
移
か
ら
、
考
課
と
鐙
選
の
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
直
島
を
軸
に
地
方
人

事
体
系
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
を
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
京
都
大
学
文
学
部
研
究
生

清初地方官の考課制度とその変化（小野）

61 （831）



The　Evaluation　System　for　Magistrates　and　lts　Change　in　the　Early　Ch’ing

　　　　Dynasty：　Through　a　Consideration　of　the　K’ao－ch’eng　and　Ta－chi

by

ONO　Tatsuya

　　Many　of　the　personnel　systems　of　tlie　Ch’ing　dynasty　had　been　inherited　from

the　precedng　Ming　dynasty．　Both　theん’αo－ch　’eng考成（examination　of

adminjstrative　resUlts）and　ta－chi大計（the面a㎜u田evaluations）coexisted　duimg

the　Ch’ing　as　parts　of　the　routine　efuciency　rating　system．　Therefore，　it　is

necessary　to　consider　the　changes　in　the　relationship　of　the　le’ao－ch’eng　and　ta－chi．

In　this　article，　1　focus　on　the　magistrate　class　of　regional　othcials，　who　were

chiefly　the　object　of　the　le’ao－ch’eng　and　ta－chi．

　　Under　the　Ch’ing　bureaucracy，　the　system　for　hEmdling　govemmental　affairs

involved　a　routine　series　of　reports　and　their　administration　conveyed　up　from　the

level　of　chou　and　hsien州県（magistrate）to　fu府（prefect），　to　tao道（intendant），

to　pu－cheng－shjh布乱訴（provincial　treasure），　to　an－ch’a－shih按察使（provincial

judge），　to　hsun－fU巡撫（governor），　to　tsung－tu総督（governor　general）．

However，　few　scholars　have　shown　sufficient　interest　in　the　issues　of　the

relationship　of　the　le’ao－ch’eng，　ta－chi，　and　the　Ch’ing　bureattcratic　system　and　the

change　resulting　from　the　relationship．

　　In　the　first　two　sections　of　this　article，　1　deal　first　with　the　process　of　the

expansion　of　the　fe’ao－ch’eng　system　and　changes　in　the　operation　of　the　ta－chi　and

then　confirm　that　served　as　the　bacl〈groand　to　the　operation　of　the　Ch’ing

bureaucracy．　Given　this，　1　next　examine　how　the　Ch’ing　bureaucratic　system

effected　the　operation　of　the　k’ao－ch’eng　and　ta－chi　system　and　to　what　extent　this

depended　on　the　character　of　the　ethciency　rating　system．　The　third　section

focuses　on　the　connection　between　k’ao－ch’eng　and　ta－chi．　Scholars　have　often

pointed　out　the　emphasis　on　tax　collection　revenues　in　cases　of　the　ta－chi．

Applyirig　this　point　of　view，　1　have　attempted　to　demonstrate　how　the　le’ao－ch’eng

effected　the　ta－chi　as　a　whole，　including　tax　coHection．　Furthermore，　1　make　clear

how　the　le’ao－ch’eng　system　was　cormected　to　the　ecacieRcy　rating　system，

includmg　how　it　was　employed　in　administrative　dismissals．

The　followir｝g　are　a　smmary　of　the　results　of　my　study　and　the　outlook　for

future　study．
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　　Under　the　Ch’ing　dynasty，　the　le’ao－ch’eng　was　extended　into　the　fields　of　tax

collection　and　judical　matters．　This　was　due　to　the　fact　that　the　affairs　that　were

the　object　of　the　le’ao－ch’eng　system　were　routinely　coRsidered　in　the　Ch’ing

bureaucratic　system．　ln　the　ta－chi　system，　the　character　and　abdity　of　bureaucrats

was　evaluated．　As　a　result，　integrity　was　vaiued　above　all　else　and　administrative

responsibikty　emphasised．　However，　aspects　of　character　such　as　personal　could

not　be　grasped　approproately　by　the　bureaucratic　system．　This　fact　harbored　the

impetus　to　drive　the　ta－chi　system　into　empty　formalism，　By　way　of　contrast，　the

k’ao－ch’eng　system　became　a　factor　that　effected　the　operation　of　the　ta－chi，

because　adrninistrative　results　were　routinely　considered　in　the　Ch’ing　bureaucratic

system．

　　As　the　fe’ao－ch’eng　systern　tended　to　expand　into　the　tax　collection　and　judical

matters，　the　maglstrates　regularly　reported　the　number　of　chia－chi加級（added

subgrade），　chiang－chi降級（demoted　subgrade），　chi－leung記功（recor（五ng　merit），

chi－kuo記過（recording　demer　t）on　the　basis　of　the　le　’ao－ch’eng　each　season．　As

a　result，　the　number　of　rewards　and　demotions　based　on　k’ao－ch’eng　carne　to

represent　the　evaiution　of　bureaucrats．　ln　ta－chi，　magistrates　had　an　obligation　to

report　the　number　of　chia－chi，　chiang－chi，　chi－leung，　and　chi－leuo．　These　records

became　a　factor　in　determining　whether　a　bureaucrat　was　to　be　judged　superior

and　whether　his　achievemants　were　to　be　judged　excellent．　This　situation

developed　in　the　direction　of　a　general　social　trend　as　well　as　in　the　operation　of

the　system　of　promotions．

A　Reconsideration　of　Okuma’s　Negotiations　for　Treaty　Revision　：

　　　　The　Planning　Process　and　the　lnternational　Background

by

OISHI　Kazuo

　　This　article　attempts　an　analysis　of　the　process　of　planning　for　what　have　beeR

caUed“Okuma’s　negotiations　for　treaty　revision”大隈条約改正交渉in　an　effort　to

clarifY　their　character　and　historical　significance．

　　After　the　failure　of　Foreign　Minister　IRoue　Kaoru　at　the　Treaty　Revision

Conference，　some　representatives　of　the　Treaty　Powers　had　submitted　draft

proposals　for　provisional　agreements．　lte，　the　acting　Foreign　Mmister，　had　then

（924）




